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Ｉ　は　じ　め　に

　トーマス ・ギ ノレバート（Ｔｈｏｍａｓ　Ｇｉ１ｂ・・ｔ，１７２０－１７９８）は，イギリス産業革命期の救貧法

改革家として知られており ，また，ジ ョージ３世治世第２２年法律第８３号（２２Ｇｅ・・ｇｅ　ＩＩＩ ．・

８３）は，法案の提案者である彼の名を冠してギ ノレバート法（Ｇｉ１ｂｅｒでｓ　Ａｃｔ）と呼ほれてい

る。 本稿は，１７８２年のギ ノレバート法制定の前年にギ ノレバートが出版したＰＺ伽１０７ 伽

肋伽Ｒ
・〃・ア伽６肋力１・ツ舳〃ゲ伽Ｐ…；伽Ｅゆブ・梅・〃舳刎伽９伽Ｌ伽・・

〃功２０ｆ加ｇ　Ｈｏ〃ｓｇｓ　ｏブＣｏ〃２６〃ｏ犯，ｏれ６　Ｖ乞ｇプｏ〃ｓ；ｏ〃６ア０７１〃妙７０〃加ｇ　肋２　Ｐｏ”６２　ｑブ　肋５ｓ

Ｃｏ〃〃び．Ｔｏｇ９枕卯〃｛肋Ｂ棚ｓ加加犯６９６老ｏろ９０亦８〃ｆｏ －Ｐｏ〃ｏ刎２〃加７肋ｏｓ２１つ〃ブカｏｓ２＆　Ｌｏｎ
－

ｄｏｎ，１７８１．（ｒ貧民のより良い救済と雇用のための，懲治院及び浮浪者に関する法律の実施と改訂

のための，そして英国の治安を向上させるための計画。＝これらの目的のため議会に提出する予定の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４３９）



１０２　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３５巻 ・第３号）

法案付』，以下，Ｐ１伽と略記する）を取りあげて紹介する。この著作は，本文１３９ぺ一ジ ，

補遺３８ぺ一ジから成っている。３つの法案を含む本文には，３１べ 一洲こわたる長文の

「読者へ」（Ｔｏ　ｔｈｅ　Ｒｅａｄｅｒ）が付されているが，これは，わが国の研究史において，こ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
れまでほとんど言及されたことのたい史料である。本稿は，このｒ読者へ」の検討によ

って，３つの法案によるギノレバートの救貧法改革プラソ全体の意図を明らかにすること

を課題とする 。

　ギルバートは，１７２０年にイソグラソト中部（Ｍ１．ｄ１ａｎｄｓ）のスタ ヅフォートンヤー（Ｓｔａ－

　　　　　　　　　　　２）
丘ｏ・ｄｓｈｉｒｅ）で生まれている 。１７４５年からガウァー卿（Ｌｏｒｄ　Ｇｏｗｅｒ）の地所管理人（１ａｎｄ－

ａｇｅｎｔ）を長い間つとめ，そして，１７６３年から１７９５年まで３２年問にわたり下院議員であ っ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
た（最初は，Ｎｅｗｃａｓｔ１ｅ－ｕｎｄｅｒ－Ｌｙｍｅ，１７６８年からはＬｉｃｈｉｅｌｄから選出された）。 ギルバートは ，

地方がかかえる諸問題に精通しており ，いなかの教区（ｒｕｒａ１ｐａｒ．ｓｈｅｓ）の実務について詳

細な知識を持っていた。政治家としてのギルハートは，グラソド ・トラソク運河（Ｇｒａｎｄ

Ｔｍｎｋ　Ｃａｎａ１）の発起人にたるなどイソクラソト中央地域に計画された運河の開発を援助
　　４）
したり ，公道（ｈｉｇｈｗａｙ）の改善に関する一般的法律を提出したり（不成立），中部諸州の

道蜘こ関する地方法を多数通過させるのに成功するなど，「公共事業」を推進すること

に力を注いでいる。けれども ，彼が議員とた った直後から熱中し，最もエネルギ ッシ ュ

であ ったのは，救貧法の改革をめぐる活動においてであ った 。

　ギルバートは，その生涯のなかで，救貧法の改革に４度かかわ っている 。最初は，議

員とな った２年後の１７６５年に彼が提出した法案Ａ　Ｂ１１１ｆＯｒ　ｔｈｅ　ｂｅｔｔｅｒ　Ｒｅｌ１ｅｆ　ａｎｄ　Ｅｍ
－

ｐｌｏｙｍｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｐｏｏｒ・ｗ１ｔｈ１ｎ　ｔｈａｔ　Ｐａｒｔ　ｏｆ　Ｇｒｅａｔ－Ｂｒ１ｔａｍ　ｃａｌｌｅｄ　Ｅｎｇｌａｎｄ（大英帝国

のイソグラソド地域内における，貧民のより良い救済と雇用のための法案）である 。この法案は ，

労働能力ある貧民を収容するためのｒ強制労役所（Ｗｏｒｋ　Ｈｏｕｓｅ）」，病人や労働能力のな

い者を収容するためのｒ救貧院（Ｈ・・ｐｉｔａ１）」，怠惰で秩序を守らぬ老を収容するための

「矯正院（Ｈｏｕｓｅ　ｏｆ　Ｒｅｆｏｒｍａｔ１ｏｎ）」 ，を「貧民院（Ｐｏｏｒ　Ｈｏｕｓｅ）」の３部門として創設し
，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
全ての貧窮児童と全ての貧民を収容しようとするものであ った。そのために，ハソドレ

ッド（郡）のようた大きな地域で教区を連合することができるとしていた。１７６５年法案

は， 下院を通過したが，上院において，Ｐｏｏｒ　Ｈｏｕｓｅの建設に多大の支出を伴う点でメ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
リットがないとされ，６６票対５９票の差で却下されている 。

　その後，１７７５年に，ギルバートが主要 メソバーとして加わった庶民院の救貧法委員会
　　　　　　　　　　　　７）
が２つの報告を行な っている 。そこでは，突然の病気，疾患，その他の不可避的た原因

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４４０）



　　　　　　　　Ｔ．ギルバ ートの救貧法改革論（１７８１年）について（上掛）　　　　　　１０３

によっ て， 自らの労働により自分自身とその家族を養うことができなくた った，従順で

勤勉な貧民（ｏｒｄｅｒ１ｙ　ａｎｄ・ｎｄｕｓｔｒ１ｏｕｓ　Ｐｏｏｒ）に対して ，一時的な救済（ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｒｅ１１ｅｆ）が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
認められている 。けれども ，法案は提出されていない 。

　ギ ノレバートが救貧法改革にかかわった３度目が，本稿で検討する１７８１年の３つの法案

一（１）Ａ　Ｂ１１１ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｂｅｔｔｅｒ　Ｒｅ１１ｅｆ　ａｎｄ　Ｅｍｐ１ｏｙｍｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｐｏｏｒ　（貧民のより良い

救済と雇用のための法案） ，（２）Ａ　Ｂｉ１ｌ　ｔｏ　ａｍｅｎｄ，ａｎｄ　ｒｅｎｄｅｒ　ｍｏｒｅ　ｅ任ｅｃｔｕａ１，ｔｈｅ　Ｌａｗｓ

ｍ　ｂｅｍｇ　ｒｅ１ａｔｍｇ　ｔｏ　Ｈｏｕｓｅｓ　ｏｆ　Ｃｏｒｒｅｃｔ１ｏｎ（懲治院に関する現在の法律を改正し，より有効

にするための法案），（３）Ａ　Ｂｉ１ｌ　ｔｏ　ａｍｅｎｄ，ａｎｄ　ｒｅｎｄｅｒ　ｍｏｒｅ　ｅ任ｅｃｔｕａｌ，ｔｈｅ　ｓｅｖｅｒａｌ　Ｌａｗｓ

ｍ　ｂｅｍｇ　ｒｅ１ａｔ１ｖｅ　ｔｏ　Ｒｏｇｕｅｓ，Ｖａｇａｂｏｎｄｓ，Ｂｅｇｇａｒｓ，ａｎｄ　ｏｔｈｅｒ１ｄ１ｅ　ａｎｄ　ｄ１ｓｏｒｄｅｒｌｙ

Ｐｅ「ｓＯｎｓ．（浮浪者，流れ者，こじき，ならびに他の怠惰かつ治安を乱す者に関する各法律を改正し ，

より有効にするための法案）　てある 。（１）と（２）は，１７８２年にそれぞれ法律として制定され

ている（２２Ｇｅｏｒｇｅ　ＩＩＩ．ｃ．８３．Ａｎ　ａｃｔ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｂｅｔｔｅｒ　ｒｅ１ｉｅｆ　ａｎｄ　ｅｍｐ１ｏｙｍｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｐｏｏｒ
，いわ

ゆるギルバート法。および２２Ｇｅｏｒｇｅ　ＩＩＩ ．ｃ ．６４．Ａｎ　ａｃｔ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ａｍｅｎｄｉｎｇ　ａｎｄ　ｒｅｎｄｅｒｉｎｇ　ｍｏｒｅ

ｅ丘ｅｃｔｕａ１ｔｈｅ１ａｗｓ・ｎ　ｂｅ・ｎｇ　ｒｅｌａｔ１・ｅ　ｔｏ　ｈｏｕｓｅｓ　ｏｆ　ｃｏｒｒｅｃｔ１ｏｎ）。（３）は，第一読会に提出され ，

第二読会，委員会，第二読会と検討されたものの，廃案とた っている 。

　さらに，ギ ノレバートは，１７８７年にも救貧法案を提出して彼のプラソをより完成させよ
　　　　　　９）
うと努めている 。これは，１７６５年法案のようなハソドレッド（郡）全体もしくはたくさ

んの教区からなる大きな区域ではなく ，３～１３ぐらいの教区を連合させたより小さた区

域の教区連合（ｍｉｏｎ　ｏｆｐａｒｉｓｈｅｓ）を提案したものであ ったが，法律にはならなか った 。

また，教区基金（Ｐａｒｏ・ｈ・ａ１ｆｕｎｄｓ）からの助成金で友愛組合（ｆｒ・・ｎｄ１ｙ　ｓｏｃ・ｅｔ・ｅｓ）の設立を

奨励するという彼の案は，１７９３年のローズ法（３３Ｇｅｏ・ｇｅ　ＩＩＩ
．ｃ．５４．Ａｎ　Ａｃｔ　ｆｏｒ　ｔｈ・Ｅｎ

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０）
ｃｏｕｒａｇｅｍｅｎｔ　ａｎｄ　Ｒｅ１ｉｅｆ　ｏｆ　Ｆｒｉｅｎｄ１ｙ　Ｓｏｃｉｅｔｉｅｓ）の制定において生かされたとされている

。

　ところて ，産業革命期　　それは同時に，いわゆるｒ議会制囲い込み」（Ｐａ刊。ａｍｅｎｔａ町

Ｅ．ｃ１・・ｕ・ｅ）と農業技術の改良による農業革命期でもあ った一の救貧法の特色を示す

ものとして，ギノレバート法とたらんで取りあつかわれるものに，スピーナムラソド制
　　　　　　　　　　　　１１）
（Ｓｐ・ｅｎｈａｍｌａ・ｄ　ｓｙ・ｔ・ｍ）がある 。１８世紀の後半は，囲い込みによる大量の失業者の発生だ

けでなく ，産業革命による農村家内工業の破壊が進んだ。しかも ，１７９０年代のイギリス

は凶作が続き ，さらに，１７９３年から１８１５年までの２２年問 フラソスの革命政府およびナポ

レォソ政府と戦争状態にあり ，大陸からの小麦の輸入が遮断された結果，すべての穀物

価格が騰貴するなど，賃金労働者の生活困難は特に激しいものであ った。こうしたなか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４４１）



ユ０４　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３５巻 ・第３号）

で， 救済への要求が高まり ，食糧暴動も多発するなど，ｒ革命と凶作と戦争の危機の時
　　　　　　　　　　　　１２）
代の，杜会的安全弁の役割」を果たすものが必要とな ったのである。そこで，教区 レベ

ルでの行政慣行として長い前史をもつ手当制度（ａｕＯＷａｎＣｅ　ＳｙＳｔｅｍ）による救済がもとめ

られ，「１７９０年代には，四季裁判所が全県一律的な救済ないし手当のスヶ一ルを設定し
　　　　　　　　　　ユ３）
た例もめずらしくない」とされる事態が進行した。これらのうち，１７９５年にバークシャ

ー（Ｂ・・ｋｓｈ・ｒｅ）の治安判事たちが，バソの価格と家族数によっ て必要最低生活費を算定

し（ｂｒｅａｄ　ｓｃａｌｅ），賃金がこの額に達しない場合は不足分を救貧税から補うことを決議し

たものが，四季裁判の開催地の名をとっ てのちにｒスピーナムラソド制」として知られ
　　　　　　　１４）
ることにな った。その後，スピーナムラソド制は，賃金補助制度として，労働能力者

（ａｂｌｅ－ｂｏｄ・ｅｄ　Ｐｅｒｓｏｎｓ）に対する院外救済（Ｏｕｔ　ｄｏｏｒ　Ｒｅ１・ｅｆ）を認めた法律によっ て確認さ
　　　　　１５）
れたのである 。

　これに対して，マルサスのｒ人口論』（１７９８年初版）が，救貧法はｒそれを支えるに足

るだげ食糧をふやさたいで人口を増大させる」ために，教区の救済を受げたい人々の生

活を圧迫してますます多数の貧乏人を製造する，として救貧法の全廃をとなえたことは
　　　　　　　　１６）
周知のとおりである。このことを積杵として，１８３４年の新救貧法Ｎｅｗ　ＰｏｏｒＬａｗ（４

＆５Ｗｉｌｌｉａｍ 凧・・７６）が成立し，労働能力者の院外救済の禁止とワークハウス内での劣

等処遇（Ｌｅｓｓ－ｅ１ｉｇｉｂｉ１ｉｔｙ）が追求されることに在 ったのである 。

　以下では，ギルバートの１７８１年の３つの法案による改革プラソそのものを検討し，１８

世紀末の世紀転換期に行われた救貧法改革の試みが，失業者の大量発生という杜会的危

機への対応という点でどのような意味内容をもつものであ ったのかを明らかにする 。

１）わが国の研究史において，ギルバート法を取りあげてはじめて本格的に検討したものは ，

　梅川正美「イギリス産業革命期の救貧法　　ギルバート法と “名誉革命体制”一（１），（２）」

　（名古屋大学ｒ法政論集』８３号，８４号，１９８０年３月 ，７月）である。梅川氏は，１９７５年より

　出版された丁加Ｈ０脳げＣ０刎刎０伽Ｓ２ｓｓ乞伽げゆ榊ゲ伽励９肋２〃仇Ｃ２〃肋び，１４７ｖｏＬに

　よっ てギルバートの諸法案を検討されたが，ギルバートのこの著作にはふれられていない 。

２）以下の叙述は，主として，Ｗ．Ｐ．Ｃｏｕｒｔｎｅｙによっ た（「加 一眺”０伽びザＷ０”０〃０Ｚ肋一

　馴ゆ伽．ｖｏ１－ＶＩＩ ，１９１７，ｐｐ
．１２１５＿１２１６）

。

３）１８世紀のイギリス政治史におげるｒ名誉革命体制」（Ｒｅｖｏ１ｕｔｉｏｎ　Ｓｅｔｔｌｅｍｅｎｔ）の定着に関

　しては，「Ｎａｍｅｒ 以後」の研究史をふまえた整理として，松浦局嶺「１８世紀のイギリス」

　（ｒ岩波講座世界史』第１７巻，１９７０年）たどを参照。松浦氏は，１８世紀の政治の実体は，ホイ

　ッ グ対トーリーではなく ，ｒ宮廷」対「地方」の対極概念をもっ て解明されるべきものとさ

　れている（同稿ｒ１８世紀」青山 ・今井 ・越智 ・松浦編ｒイギリス史研究入門』山川出版杜，

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４４２）



　　　　　　Ｔ ．ギノレバートの救貧法改革論（ユ７８ユ年）について（上掛）　　　　　　１０５

！９７３年，ユ５９ぺ一ジ）。このことに関連して，中村英勝氏は，ｒ貴族 ・ジ ェソトリで鉱業 ・運

河・ ドッ グ・ 鉄道などに関係している者が多く ，地主貴族と商工業者は決して単純に階級的

に対立していたわけではなかった」と述べている（同著ｒイギリス議会史』新版，有斐閣 ，

１９７７年，１１０べ一ジ）。

　　当時の政治状況にふれておこう 。１６８８年の名誉革命により議会主権が確立したが，１７６０年

にジ ョージ３世が即位すると ，王権回復のために宮廷費を節約して議員を買収し，「王の友」

　と称される御用党を彩成して議会を操従するとともに，官吏任免権を利用して政党の結東力

を乱した。また，アメリカ植民地との紛争を激化させ，ついに独立戦争（１７７５～８３年）を引き

起こすなど，国民の問に不満が高まっ ていた。そこで，１７８０年に庶民院は，ダニソグ（Ｊｏｈｎ

Ｄｕｎｎｉｎ９）の提案した「王のイソフルニソスが増大しつつあるから，これを抑えなくてはた

　らたい」という有名な決議案を成立させ，また，１７８２年には，ハーク（Ｅｄｍｕｎｄ　Ｂｕｒｋｅ）

　らが提出した財政改革案が成立して多くの官職が廃止され，年金や機密費も大幅に削減さ

　れ，王の議員操縦の手段は弱められた。そして，１７８３年に青年小ピ ット（Ｗｉ１１ｉａｍ　Ｐｉｔｔ，ｔｈｅ

Ｙｏｕｎｇｅｒ）が新内閣組織を命垂られるのである（中村，目１」掲書，９３～９４へ一ソ参昭）。こうし

　たなかで，ギノレバートは，１７７８年に「アメリカ植民地戦争の間，政府の官職および年金のす

　べてに２５％の税が徴収されるべきだ」という提案をしたが，否決されている（Ｃｏｕｒｔｎｅｙ，ｏＰ

　ｃｉｔ
．，

　ｐ ．１２１５）
。

４）ギルバートが仕えたガウアー卿は，ブリッ ジウォーター 公爵（Ｄｕｋｅ　Ｏｆ　Ｂｒｉｄｇｅｗａｔｅｒ）の

　義兄弟であ った。イギリスに運河時代を実現させたといわれるブリッ ジウォーター運河は ，

　ギルバートの弟（Ｊｏｈｎ　Ｇｉｌｂｅｒｔ）やブライソドリー（Ｊａｍｅｓ　Ｂｒｉｎｄ１ｅｙ）の協力で，１７７６年に

　完成している（小松芳喬「ブリソ チウォオタ運河建設前史」『早稲田政治経済学雑誌』２００

　号，１９６６年を参照）。ブリッ ジウ ォーター運河の成功は，要心深い貴族や富裕な地主や実業

　家を，巨額の資本を必要とする事業に積極的に参加させる契機となり ，この時代以降の大規

　模な固定資本を要する交通改良工事業の発展に大きく道を開いたとされている（加勢田博

　ｒ貴族実業家プリヅ ジウォーター公」荒井他編ｒ産業革命を生きた人ぴと』有斐閣，１９８１年
，

　４４ぺ一ジ）
。

５）梅川，則掲論文（１）， ３００へ一ソ 。

６）　Ｇｉ１ｂｅｒｔ，ＰＺ伽，Ｐ
・２

７）委員会の正式な名称は次のとおり
。Ｃｏｍｍ１ｔｔｅｅ　ａＰＰｏｍｔｅｄ　ｔｏ　ｒｅｖ１ｅｗ　ａｎｄ　ｃｏｎｓ１ ｄｅｒ　ｔｈｅ

　ｓｅｖｅｒａ１Ｌａｗｓ　ｗｈｉｃｈ　ｃｏｎｃｅｍ　ｔｈｅ　Ｒｅ１ｉｅｆ　ａｎｄ　Ｓｅｔｔ１ｅｍｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｐｏｏｒ；ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｌａｗｓ

　ｒｅ１ａｔ１ｎｇ　ｔｏ　Ｖａｇｒａｎｔｓ ，ａｎｄ　ａ１ｓｏ　ｔｈｅ　Ｓｔａｔｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｓｅｖｅｒａ１Ｈｏｕｓｅｓ　ｏｆ　Ｃｏｒｒｅｃｔ１ｏｎ ，ｗ１ｔｈｍ

　ｔｈａｔ　ｐａｒｔ　Ｏｆ　Ｇｒｅａｔ　Ｂｎｔａ１ｎ　ｃａｕｅｄ　Ｅｎｇ１ａｎｄ　（大英帝国のイソグラソト地域内における，貧

　民の救済と定住に関する各法律，ならびに浮浪者に関する法律，さらに懲治院の状態を再審

　理し掛酌するために任命された委員会）。なお，第１報告（セシノレ ・レイ）と第２報告（ギ

　ルバート）の内容については，梅川，前掲論文（２）， ４７１ぺ一ジ以下を参照 。

８）１７７５年にギルバートは，次の２冊のバソフレットを出版している 。０ろｓ舳”０刀ｓ ゆ０犯伽

　０ブ伽ｓ　ｏ〃肋ｓｏＺ〃ｏ郷ｏグ伽Ｈｏ脳ゲＣｏ舳？ｏ〃ｓ〃ｆ〃７ゆ８６〕ｏ伽！つｏｏ（ 及びＡ肋Ｚ

　〃刎肋ｆ・ろ・・炊・〃・Ｐ・〃舳〃伽伽洲〃Ｒ・１げ 舳６肋ク１・ツ舳１〃１・・Ｐ・・ブ加

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４４３）
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　　　Ｅ惚ｚ伽五

　　 ｇ）Ｆ　Ｍ　Ｅｄｅｎ，丁加８肋ゲ伽Ｐｏｏブｖｏ１Ｉ，１７９７，ｐｐ３８８－３９２なお，１７８７年の法案の提

　　　出に先だって，ギルバートは３冊のパソフレットを出版している。（１）肋”０舳２” ０”

　　　・ゆ削伽〃２３Ｇ〃慨〃ｒ，（２）亙勿ゐゲ ・醐伽伽ろ２肋７脳炉 ・〃励妙Ｚｏ〃３〃ゲ

　　　伽Ｐ・ｏプ伽６〃伽伽〃・・舳〃ゲ伽Ｐ・１｛脇 ，（３〕Ｃｏ犯・肋吻伽ｓｏ〃ゐ・ 醐ｓ伽伽ろ９〃〃

　　　地〃ゲゲ伽Ｐ００７，＆６ ．

　１０）梅川氏は，産業革命期の救貧政策が「重層的な構造」を持つとされ，自立した生計を営め

　　　た上層の貧民を対象とするｒ友愛会」奨励政策（肩一ズ法）と，それより下層の，職のたい

　　　人々や浮浪者や病人を対象とするｒギルパート法，あるいはスピナムラソド制等」と理解さ

　　　れている（梅川，削掲論文（１）， ２９２～２９３べ一ジ）。なお，ｒ友愛組合を当時の貧民対策の政策

　　　の一環として把握することが必要」という論点については，小山路男ｒイギリス救貧法史

　　　論』目本評論新杜，１９６２年，１７８べ一ジ以下を参照 。

　１１）　こうした理解は，Ｊ　Ｌ　ａｎｄ　Ｂ　Ｈａｍｍｏｎｄ，丁加醐ｏ酔工ｏろｏ榊れ１９１１（ｎｅｗ　ｅｄ１ｔ１ｏｎ
，

　　　Ｌｏｎｄｏｎ，１９７８，ｐ１０９）以来のものとされている 。

　１２）小山，前掲書，１９０ぺ 一ジ 。

　１３）大沢真理ｒイギリス杜会政策史』東京犬学出版会，１９８６年，５２べ一ジ 。

　１４）　Ｇ　Ｎ１ｃｈｏ１１ｓ・五捌ｓｆｏりゲ肋２肋ｇ〃ｓゐＰｏ０７工ｏ〃，１８５４　ｖｏｌ　ＩＩ，ＰＰ１３１－１３２　なお，「ス

　　　ピーナムラソド決議」とスヒーナムラソド制度を区別して論じたものに，廣重準四郎「スピ

　　　ーナラソド制度成立の基礎構造」（ｒ西洋史学』第１３９号，１９８５年１２月）がある
。

　１５）１７９６年のウィリアム ・ヤソグ法（３６Ｇｅｏｒｇｅ　ＩＩＩ
．ｃ．２３）

。

　１６）Ｔ　Ｒ　Ｍａ１ｔｈｕｓ，ルＥｓｓｏツｏ犯伽Ｐ７鮒伽ゲＰ似Ｚ０”０犯，＆ｃ１７９８，ｐｐ８３－９４　（高野

　　　岩三郎 ・大内兵衛訳ｒ初版人口の原理』岩波文庫，６６～７１ぺ一ジ）
。

１　ギルバ ートの救貧法改革の意図

（１）ギルバートの課題

　ギルバートは，Ｐｚ伽の「読者へ」を次のような書き出しで始めている
。

　ｒエリザベス女王の治世に救貧税がはじめて制定されて以来，貧民を養う費用は，あ

らゆる公的及び私的慈善を除いても ，徐々に増加しつづげ，少くとも年に２００万ポソド

に達し，そしてまだなお非常に急速に驚くへき程度で増大しており ，スピーティで効果

的な干渉と救済を必要している。わげても ，こうした費用の増大にもかかわらず，王国

の大部分で，貧民が困窮し，乞食となり ，餓死しているのをまのあたりにしているから
　　ユ７）

である」。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８）
　ここでは，まず救貧税の負担が非常に増大したこと ，そしてその割には貧民の状態は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４４４）
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少しも良くた っていたいこと ，が指摘されている 。かかる矛盾の解決こそが，ギ ノレバー

トの課題であ った。「その原因を調査し，この悪への対策を指摘することが，私のや っ

　　　　　　　　　　１９）
てきた困難な仕事である」と彼自身も述べている 。

　ギ ノレバートの処方嚢は次のようなものであ った 。

　ｒ法律の怠慢と濫用と弛緩こそが，うたがいもなくその原因である 。法律の積極的で

強力的な執行の下での一それは法律の多少の修正を伴うが一労働と勤勉（Ｌａｂｏｕｒａｎｄ

Ｉｎｄｕｓｔ町）こそが，その対策にちがいたい」。 ｒ私の最大の目的は，働く能力のある貧民を

すべて壷曲如と在釦とらふ金，働く能力のない貧民には適切な援助を与えることによっ

て， 勤勉を推進させることであり ，自堕落で手に負えない老の犯罪を厳しく罰すること

によっ て矯正させることであり ，そして，適切で細心の経済（Ｏｅｃｏｍｍｙ）によっ てあら

　　　　　　　　　　　　　　　　　２０）
ゆる負担と不要た支出を防ぐことである 。」（傍点は筆者）。

　みられるように，ギ ノレバートがその原因として強く認識しているのはｒ法律の弛緩」

であり ，したが って，法を改正してｒ勤勉を推進する」ことが目的とされ・そのための

方法を考えているわげである 。ウェッ ブ夫妻（Ｓ．＆Ｂ．Ｗｅｂｂ）は，ギ ノレバート法につい

て， 良かれ悪しかれ，１６０１年から１８３４年までの間のすべての救貧法のたかで，もっとも
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１）
注意深く慎重に考えられたものであり ，おそらく最も強い影響を与えたと述べている ・

それでは，ギ ノレバートの改革案の内容は如何たるものだったのであろうか・以下にみて

みよう 。

　前節ですでにふれたように，１７６５年の法案においてギ ノレバートは・ヵウソティ（県）

ごとに適当な数の区域（Ｄｉｓｔｒｉｃｔｓ）を形成し，それぞれに勤労の家（Ｈｏｕｓｅ　ｏｆ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ）を

建設することを提案したが，却下されている 。それからの１６年間に下院でなされた議事

から明らかにな ったこととして，ギ ノレバートは，次のことを指摘している 。

　　ｒ勤労の家は，近隣の尊敬されるジ ェソトノレマソによっ て良く管理されてきた地域で

は非常に成功したが，しかし他の地域では，視察官（Ｉｎｓｐｅｃｔｏｒｓ）が厳格でないために救

貧税がしだいに増加し，不経済たものにな ってしまっ た」。ｒこれらのハウスは建築と設

備に多大の支出を伴い，成功したハウスでもある程度不安定であるのを発見し，また ，

現在の財政事状で大きな事業のための資金調達の困難さを知って（たとえ・大きなハゥスの

計画が最も望ましいものであ ったとしても），私は考えを別なものに，すなわち，その目的に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２）
おいては同じであるが，支出の点で一層経済的であるものへと変えたのである」 。

　つまり ，ギノレバートによれぱ問題は，「勤労の家」の管理が不十分であること ・そし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４４５）
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てそれが多大の出費を伴うことであ った。これらの反省に立 って，今度の計画をより実

用的で実行可能たものにするために，ギルバートは計画を３つの項目に分げ，それぞれ
　　　　　　　　　　　２３）
に法案を準備したのである。したが って，３つの法案は多くの点で密接に関連しており

，

ギルバート法案の検討においては３つが全体として考察されたげれば次らない
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４）
　なお・ギルバートは，ｒこれらの法案は，主にいなかの教区と地域で適用される」と

隈定を加え ，ロソトソ（ｔｈｅ　Ｍｅｔｒｏｐｏｌ．ｓ）と区別している 。というのも ，大きな教区はた

いてい・国会制定法（Ａｃｔｓ　ｏｆ　Ｐａ・１ｉａｍｅｎｔ）とは別の規則と訓令（Ｒｕ１ｅ　ａｎｄ　Ｄｉ・・ｃｔｉｏｎ）を

持っ ているので，これらの３法案が不要であるか，わずかな程度しか効果をもたたい
　　　　　　　　　２５）
からだと説明している。当時のイギリスには，イソグラソドとウヱーノレズをあわせて約

１万５，０００の教区があ ったが，その大部分は人口１，０００人以下の小観模たものであ っ

　　　　　　　　　　　　　　　　　２６）
た（３００人未満の教区が約６，７００も存在していた）。 そして，１６０１年エリザベス 救貧法（４３Ｅ１ｉ・ａ

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７）ｂｅｔｈ　Ｌ　ｃ．Ｚ）によっ て， 教区 レベルの強制的課税にもとづく公的救貧が制度化され，治

安判事の監視の下に救貧行政がおこたわれてきたのである 。わげても市民革命後の１６６２

年法（１３＆１４Ｃｈａｒ１ｅｓ　ＩＩ，Ｇ１Ｚいわゆる定住法Ｓｅｔｔ１ｅｍｅｎｔ　Ａｃｔｓ）によっ て， 教区の貧民を

救済する責任は由勃と七ぽ走ミ衰圭たあることが明確にされてから
，ｒ教区の自由放任

　　　　　　　　　　　　２８）
（ｐａｒｏｃｈａ１ｌぬ砿力加）の時代」をもいうべき状態が続いてきたわげである。それゆえ ，

ギノレバートが改革の対象にしたものは，如芳６小観模在教区において全くぽらぱらに実

施されていた救貧行政なのであ った 。

　しかし，“ いなか”に適用するとしながらも ，ギルバートは，治安が悪い大都市にお

いても ，３つの法案の観定のいくつかは有益であるとし，ｒわれわれの治安（Ｐｏ１ｉｃｅ）に

おいて何らかの改善がもたらされるたらぱ，それは世間に容易に受げ入れられるにちが
　　２９）

いない」と述べている 。もとより ，救貧法の本質が体制維持にあることはいうまでもた

いが・ギルバートの３つの法案も，「治安」の点で有効であることをその目的としてい

たのである 。

（２）第１法案「貧民のより良い救済と雇用のための法案」について

　ギルバートは，「貧民をきちんと仕事につげることこそが，第１のそして最大の目的
　　３０）

である」とおいている。そして，いたかにはわずかの労役場（Ｗｏｒｋｈｏｕｓｅｓ）があるだげ

で， しかも ，しかるへき管理者（ｐｒｏｐｅｒ　Ｇｏｖｅｍｏｒｓ）と適当な仕事（ｓｕ．ｔａｂｌｅ　Ｅｍｐ１ｏｙｍｅｎｔ）
，

及び，十分な注文（ｇｏｏｄ　Ｏｒｄｅｒ）がなか ったために，それは往往にして貧民の憎むべき

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４４６）



　　　　　　　　Ｔ．ギルバートの救貧法改革論（１７８１年）について（上掛）　　　　　　 １０９

存在にた っており ，また救貧税を増大させてきたとしている 。

　その原因について，議会は，２つないしそれ以上の教区が結合することを認めた１７２２

年のナ ッチブル法（９Ｇｅｏｒｇｅ　Ｉ ．ｃ．７．）が妥当であると考えたが，ギルバートは，いなか

の教区の多くは小さすぎるので，労役場の緯持のために必要なしかるべき管理者の支出

にたえられなか ったからであるとしている 。そして，１７２２年法の目的は，結合した教区

が， ある人物と貧民の維持と雇用のための請負い契約をするためであ ったとし，これに

ついて以下のように述べている 。

　ｒいくつかの教区では，その権限がひどく濫用され，多くの不満を引きおこしたので ，

今や非常にまれにしか行使されず，そのため廃止される予定であ った。しかしながら ，

それぞれの地域での支出を軽くするために教区を統合して労役場を供給するという考え

は， 王国の多くの場所で，会曳去詰負｛・た由子とと走之（〃〃ｏ。け。榊畑肋舳ｏ．ｆ）通常

の支出で貧民の維持と雇用を用意するために，近隣のいくつかの教区の問での合意によ
　　　　　　　　　　　　　３１）
って，採用されてきたのである」。

　ここで明らかに示されていることは，ギ ノレバートが，１７２２年法について，ｒ請負制度」

には欠賄があ ったもののｒ教区連合」については有効であ ったとする立場から，その改

正をとなえている点である 。

　１７２２年から１８３４年までのイギリス救貧法の特色をたすとされる請負制度には，全貧民

の維持を一まとめに（ｂｙ　ｔｈｅ１ｕｍｐ）請負にする場合から，労役場のみの請負まで様々の
　　　　　３２）
場合があ った。請負制度の目的は，公営の労役場の運営には極めて面倒な雑務が附属

し， しかも素人の救貧委員では事業経営の才能か乏しいので ，これを厄介払いして私人

に競売に附し，最低の扶養費（ａ１ｌｏｗａｎｃｅ）を要求する者に請負わせ，併せて貧民の労働

（ｗｏｒｋ，１ａｂｏｕｒ　ａｎｄ　ｓｅｒｖｉｃｅ）を利用させようというものであ った。したが って，請負業者

の経営の基礎は，教区から受げ取る扶養費と ，貧民の労働より得る利益との２つに存し

ており ，貧民の扶養費を切り詰める一方で ，その労働を搾取して最大限の利益を得よう

とするので，原生的労働関係としては最悪の労働条件による就労強制が行なわれるに至
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３３）

り， ｒワークハウス制度史上に最大の汚点を残した」と評されたのである。こうした請

負制度を廃止することが，ギルバートの第１の意図であ った。そして，そのためには適

切な数の教区が連合して，ギ ノレバートのめざす「ワークハウス体制」を構築するべきだ

と考えていたのである 。

　次にギノレバートが問題にしたのは，後にウヱッ ブ夫妻によっ て「混合労役場」（ｇｅｎｅｒａｌ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４４７）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３４）
ｍ・ｘｅｄ　ｗｏ・ｋｈ・ｕｓ・）として指摘された点であ った。ギルバートによれぱ，一般に労役場
　　　　３５）
（Ｗｏ・ｋｈｏｕｓｅｓ）には，老人，子供，病弱な者，病人，自堕落な者，放蕩者たどいろんな

種類の人間が収容されており ，彼らには仕事がなく ，それゆえ描きがたい混乱と無秩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３６）
序と困窮とが発生していると認識されていた。そこでギノレバートは，ｒ貧民を区別する

（ｃｌａｓｓｍｇ　ｔｈｅ　Ｐｏｏｒ）という方法」を導入したのである 。すたわち，◎ｒ自己の労働によっ

ては自分自身を維持することができない老人（Ａｇｅｄ），病弱者（Ｉｎ丘ｍ），無能力者（Ｉｍ－

ｐｏｔｅｎｔ）以外は，何人も救貧院（Ｐｏｏ卜ｈｏｕｓｅ）に収容しないこと 。他の者は，彼らがたし

うるだげの仕事で雇用される（ｂｅ　ｅｍｐ１ｏｙｅｄ）べきである」，　「働く能力が十分あり ，

かつ働く意志がある者（ｃｏｍｐ１ｅｔｅ１ｙａｂ１ｅ，ａｎｄｗｉｌ１ｉｎｇｔｏ１ａｂｏｕｒ）は，彼らに仕事を得るこ

とのできる場所で貸し出される（ｂｅ　ｈｉｒｅｄ　ｏｕｔ）べきである」，◎「怠惰で自堕落た者は ，

懲治院（Ｈｏｕｓｅ　ｏｆ　Ｃｏｒ・ｃｔｉｏｎ）で重労働に処される（ｂｅ　ｋｅｐｔ　ｔｏ　ｈａｒｄ　Ｌａｂｏｕｒ）べきである」
，

◎「子供の貧民は，未熟なあいだはしかるべき人物の下へ置かれ，使用人（Ｓｅｒｖａｎｔｓ）ま

たは徒弟（Ａｐｐｒｅｎｔｉｃｅｓ）としてふさわしい年令になるまで十分監督されるべきである」
，

というように・４種類に分類している。かくして，このような貧民の区分に一よる配置のも

とでは，「大揚模で費用のかかる建物は不要となり ，貧民はより少ない費用で収容され
　　　　３７）

るであろう」というのがギルバートの見通しであ った 。

　注目されることは，ギノレバートはｒ労役場」の改革にあたり ，労働能力のない者だげ

を「救貧院」に収容し，労働能力のある者のうちｒ働く意志がある者」については売み

走会亡由し七働かせ，それに従わないｒ働く意志のない」嵐晴た者はｒ懲治院」に収容
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３８）
して重労働につげるというように，働く能力に加えてｒ働く意志」によっ て貧民を厳密

に区別したことである。したがって，労働能力と意志のある者については，教区が雇用

を保障し，それに従事する間，または仕事がみつかるまでの間，貧民の生活は保障され
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３９）
ることにた ったのである 。こうしたｒ貸出し制」を含むｒワークハウス体制」のもとで

院外救済は計画されていたのである 。

　第３に，ギルバートは，在宅の方が望ましい「院外の貧民」への週手当の支給につい

て次のように述べている 。

　「自分自身の住居（もし持っているのであれぽだが）に居た方が良いと思われる貧民，も

しくは，友人たいし親類のもとに置かれた方が良いと思われる貧民に関しては，この法

案は，彼らの境遇や状態に適合した週手当（ｗｅ・ｋ１ｙ　Ａ１１ｏｗａｎ・ｅｓ）を与えるという点で，裁

量範囲を残している。こうしたケースにおいてはすべて，貧民が就くことができるよう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４４８）
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た仕事からの利益（Ｂｅｎｅｉｔ）を貧民を預かる人物が得ること ，そして週ごとの支払（ｔｈｅ

ｗｅｅｋ１ｙ　Ｐａｙ）が適切に定められることが認められている」。「私が思うに，行ないが潔

白でかつ要求も穏健である貧民を，救貧院（Ｐｏｏトｈｏｕ・ｅ）に送ることたく適切な救済を

与えるようにするための努力がたされるべきであるが，そうした院外の貧民（Ｏｕｔ－ｐｏｏ・）

の配置と管理においては，査察官（Ｖｉｓｉｔｏｒｓ）等刈こよっ て最犬の注意がたされねぽたら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０）
たい。さもなげれぱ，大量の詐欺やべてんにまでも門をあげることになるだろう」。

　このように，ギ ノレバートは，救貧院に収容する貧民を制限して救貧院の小規模化をは

かり費用を節約する意図から，在宅の貧民を認めており ，それに対して週ごとに手当を
、

与えて査察官などによる管理を強化することを強調したのである。すたわち，「院内救

済」を労働能力のたい者に限定し，在宅保護と貸出し制という「院外救済」とあわせて

ｒワークハウス体制」の確立をめざしていたわけである 。労役場の悲惨た状態を改善し

たいというギルバートの目的（人道主義者といわれるゆえんである）のうちには，救貧費用

の節約と貧民の管理強化という支配の意図が貫かれていたのである ・

　第４に，ギ ノレバートは，救貧委員（Ｏｖｅｒｓｅ・・ｓ）が頼りにたらたいことを間題にしてい

る。 彼によれば，この法案の実施は救貧委員の能加こ依存しているわげだが，その職に

任命された老が概してあまり信頼できないことは嘆くべきで，ｒ貧民の困窮および膨大

な支出の大部分はこの原因による」のであ った。教区役員（Ｐａｒｉｓｈ　Ｏ箭・ｅ・ｓ）は，教区資

金の運用において適確さを欠いている 。不幸たことに，適切な人物がみつからたい教区

もあり ，また素人を任命するのも喜ぽしいことではない。そこでギ ノレバートは，以下の

方法を提案している 。すなわち，教区会（Ｖｅｓｔ・・ｙ　Ｍｌ・ｅｔｍｇ）でｒ貧民保護官」（Ｇｕａｒｄ・ａ・

ｏｆ　ｔｈｅ　Ｐｏｏｒ）を新たに任命し，教会委員（Ｃｈｕｒｃｈｗｏｒｄｅｎｓ）および救貧委員（Ｏｖｅｒｓｓｅｒｓ）の

職務を，課税，徴収，支払いをのぞくすべての面でまかせる 。貧民保護官は，１年間の

試用期問の後に，有能であると認められると ，俸給（Ｓａｌａ町）をもらっ て職務を続けるこ

　　　　４１）
とができる ｏ

　第５に，ギ ノレバートは，「予供達の生活とモラノレ」の問題が最も重要であるとしてい

る。 というのは，それは彼らが成人してからの善悪の習慣を決定づけるからであり ・個

人の幸福と勤勉の推進，及び救貧税の将来の軽減のために大きく寄与するであろうから
　　４２）

である 。このように，ギ ノレバートは，世代間の交替という長期的た視点から貧民の子供

の問題を提起しているが，これらもすべて救貧税の削減という目的のためなのである 。

　第６に，ギ ノレハートは，慈善（Ｃｈａｎｔ・ｅｓ）に注目して，その効果的な運用の必要につい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４４９）
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て提案している。これまで慈善の多くは隠れて行在われてきたために，たいていは誤用

され有効に使われてこなか ったとして，ギルハートは１７７７年に，教区の牧師と教会委員

が貧しい人々の利益になるように寄付金を用いることに関する法案を提出したげれど

も， 貴族院を通らなか った。そこで，この法案において，慈善で集まっ た資金を厳格に

運用することによっ て， ヵウソティことに貧民のために病院（Ｈｏｓｐ１ｔａ１），学校（Ｓｃｈｏｏ１）
，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４３）養成所（Ｓｅｍｉｎａｒｙ）を設置することができると主張している
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４４）　第１法案についての説明の最後に，ギルバートはｒ定住法」について言及している
。

すたわち，これまで訴訟の主要な原因にな ってきた定住（Ｓｅｔｔｌｅｍｅｎｔｓ），証明書（Ｃｅｒｔ１丘ｃａ
－

ｔｉｏｎｓ） ，および位救貧民の移動（Ｒｅｍｏｖａ１ｏｆ　Ｐａｕｐｅｒｓ）に関する法律については，今目で
は， これらの間題を審理する法廷の議長を立派につとめるすぐれた貴族によっ て強い留

意と賢明な決定がたされているのでうまく調停されており ，改正の必然性は非常に減少

しているとして・ｒそれゆえ私は，将来の物議をかもしだすようないか匁る変更も慎重に

避けたのだ」としている。その上で，ギルバートは，証明書法から生じている不便を防

ぐための規定が浮浪者法案（Ｖａｇｒａｎｔ　Ｂｉｌ１）の中にあるが（第３法案のｒ保証書」制のこと）
，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４５）それは法律を改正することたく良い結果をもたらすであろうと述べているのである
。

　そして，ギ ノレバートは，教区によっ て使用人たいし徒弟に出されていた貧民で品行方

正な者の結婚を奨励する規定を，この法案に取り入れても良いとしている。そうして ，

結婚にあたっては，彼らの出身の教区内または近くの地域で，荒れ地もしくは共有地の

一部を彼らに割り当てること ，そして，小屋（Ｃｏｔｔａｇｅ）を建て仕事に就くために必要な

まとまっ たお金を彼らに支給することなどによって，「こうした者達の良い習慣への大

きた刺激になるだろうし，勤勉に一層寄与し，そして救貧税を引き下げるであろう」と
　　　　４６）
結んでいる 。

　つまり ，ギルバートは，勤勉た貧民に対しては，彼らの出身の教区内またはその近く

で荒地か共有地を割り当て，小屋を建て仕事に就かせるとしたように，臭桑缶勧カ左し

七走在き喜乏三二を意図していたのであり
，これが，彼の目的とする「勤勉の推進」の

内実であ った 。

（３）第２法案「懲治院に関する現在の法律を改正し，より有効にするための法案」に

　　つし 、て

　ギルバートは，この第２法案について，「他の２つの法案の規定を実施するために最

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４５０）



　　　　　　　　Ｔ．ギルバートの救貧法改革論（１７８１年）について（上掛）　　　　　　１１３

　　　　　　　　　　　　４７）
も不可欠なもの」としている。３つの法案は，多くの点で関連しているわげだが，特に

この懲治院（Ｈｏｕｓｅ　ｏｆ　Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ）に関する法案が “かなめ
’’

の位置を占めているのであ

り， このことがギノレバートの救貧法改革プラソに持つ意味は重要であると思われる 。

　ギルバートは，懲治院に関するこれまでの法律（７Ｊａｍｅｓ　Ｉ．ｃ
．４

．，
１７Ｇｅｏ．ＩＩ．５．ｓｅｃｔ

３１．）が一般にひどく無視されてきたことを指摘している 。彼によれぱ，懲治院の大部分

は， ピールやワイソや蒸溜酒を売る者によっ て管理されており ，囚人（Ｐｒｉｓｏｎｅ・ｓ）は，秩

序も規律もなく ，性別もしくは犯罪による区別もなく一緒に収容されており ，そＬて大

部分は仕事も与えられていたい。囚人の友人や知人は彼らに面会できるし，そして管理

老や看守が彼らに酒を提供することは割に合うのである。したが って，「彼らが引き渡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４８）
された目的，すなわち量労働はほとんど留意されなか った」のである 。それゆえ，これ

らの懲治院の現状では，「たまたまひとりが他の者より一層身持ちが悪い場合，彼はじ

きに残りの者を堕落させ，そして各人は懲治院に入 ってきた時よりも一層堕落した心で

家へもどる」ことにな っていたのである 。

　こうした実状をふまえたギ ノレバートは，以下の点を法案にもり込んでいる。すなわ

ち， ＠治安判事によっ て， すべての懲治院の実態が直接調査されるべきこと ，＠古い建

物を新しく改築して大きたものにし，罪の種類と刑罰の程度によっ て囚人を区別するこ

と， ◎男女に別次の居室を作ること ，＠労役（Ｅｍｐ１ｏｙｍｅ・ｔ）のために都合のよい部屋を

作ること ，◎管理老や看守を適切な拘東のもとにおいてピールや他の酒類の販売を禁ず

ること ，¢そこへ送られた老達を，その目的に最も適した仕事に就け，そして彼らの問
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４９）
に礼儀と秩序が県たれるように適切な規則と指図を定めること ，である 。

　以上のように，ギ ノレバートは，懲治院の改革こそが貧民対策のあらゆる基礎であると

し， 働く能力がありながら働かない自堕落な老に対しては，囚人として重労働が与えら

れるべきであるとしている 。そうして，治安判事による調査や囚人の区分，厳格な運営

規則を定めることなどによっ て， 懲治院を合理的に管理運営する必要を強張しているの

である 。

（４）第３法案「浮浪者，流れ者，こじき ，ならびに他の怠惰かつ治安を乱す者に関す

　　る各法律を改正し，より有効にするための法案」について

　第３法案について，ギルバートは，「他の２つの法案と密接に結びついており ，非常
　　　　　　　　　　　　　５０）
に強力に働き合う」としている 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４５１）
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　ギルバートによ畑ま，ジ ョージ２世治世第１７年（１７４４年）の法律（１７Ｇｅｏ．ＩＩ ．・ ．５．）は今

まで厳密に実施されておらず，懲らしめのため答打たれる罪人が，答打たれる以前に自

分の待遇を知らされ「白桑如と」（沙。Ｚ。伽吻）各自の職にもどる機会を持
っていることは

ｒ人間性の原理」にふさわしいようにみえる。そして，彼らを罰するよりは害悪を防ぐ

ことの方が，この国の風土および法の精神によりふさわしいともされている。だが，ギ

ルバートは，このような人道的（Ｈｕｍａｍｔｙ　ａｎｄ　Ｂｅｎｅｖｏ１ｅｎｃｅ）法律は，絶望状態で放浪し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５１）
新たた犯罪を重ねている多くの罪人の心に，良い影響を与えはしないと断言している 。

つまり ，ギルバートは浮浪者等の罪人をｒ人道的」に扱うよりも ，この法案の観定によ

って，ただちに厳しく答打つことの方が，彼らのためであるとしているのである 。

　次に，ギルバートは，ここでもやはり法と機構の整備に留意している 。たとえぱ，犯

罪者を判事（ｌＭｌａｇｉｓｔｒａｔｅ）に引き渡すまで留置する場所に関する規則をもうげて，犯罪者

の逃亡を防ぐとともに，一般に行なわれていた酒場（Ｐｕｂ１ｉ・Ｈｏｕｓ・ｓ）での拘留をやめて費

用を節約すること ，また，犯罪者をより早く逮捕するために，すべての巡査（Ｃｏｎｓｔａｂ１ｅ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５２）と保安官（Ｐｅａｃｅ　ｏ節ｃｅｒ）の名前と住所を通知する ，という観定なとである 。さらに，ギ

ノレハートは，犯罪者をひきつつき巡査のもとに拘留するための一般的逮捕状（Ｇｅｎｅｒａｌ

Ｓｅａｒｃｈ　Ｗａ血ａｎｔｓ）がないこと ，巡査の職務が適正であるかどうかを監視する適切た人物

がいたいことによっ て， 浮浪者たちがしぱしば行く酒場や下宿屋（Ｌｏｄｇｉｎｇ－ｈｏｕｓｅｓ）で歓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５３）
待されているとし，このことが，放浪を奨励し，浮浪禁止法を無効にしているという認

識に立って，これらの悪弊を直すための条項を法案の中にもうげている 。また，ギルバ

ートは，「通過する浮浪者」（Ｐａｓｓｍｇ　Ｖａｇｒａｎｔｓ）というかたちで定住法の網の目をくくっ

てさかんに行たわれていた詐欺についても言及して，こうした濫用を防ぐための規定を
　　　　　５４）
もうげている。このように，法律を十分配慮されたものにし，あわせて合理的な機構を

整備するところに，ギ ノレバートの真骨頂をみることができるのである 。

　第３に，ギルバートは，貧民の雇用をすすめるための「保証書」（Ｔ・ｓｔｉｍｏ．ｉａ１ｓ）を制

度化している 。ギルバートによれぱ，王国の多くの地域で，貧民は慣れ親しんできた職

種での雇用がないという事態に遭遇し，彼らが住んでいる近くでそうした種類の職業に

就くことは全くできないでいるが，それに対して教区役員たちは，貧民がそうした仕事

をみつげることができる場所へ移る場合，その貧民が救済を必要とするようにな ったと

きにもとの教区が責任をもつという証明書（Ｃ・・ｔｉｉｃａｔｅｓ）を与えることを，将来自分の教

区に負担をかげるのではたいかと懸念して，拒絶しているのである 。というのは，現行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４５２）
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５５）

法では，「証明書持ち」（ｃｅ・ｔｉ丘ｃａｔｅ　Ｐｅｒｓｏｎｓ）の貧民は，年１０ポソドの借地の保有ないし１

年問教区で公務（ｐｕｂ１ｉｃ　ａｍｕａ１Ｏ舶ｃｅ）につくこと以外による定住権（Ｓｅｔｔ１ｅｍｅｎｔｓ）の獲得

が制限されていたからであ った。これらの不都合を改善するために，ギ ノレバートはこの

法案において，牧師および教会委員，ないしは救貧委員が与える「保証書」によっ て

そうした貧民が雇用を得ることのできる場所へ移動することを可能にする規定をもうけ

ている 。これらの保証書は，「定住に関しては無効であるが，浮浪　般を防くために距

離と期問について制限されており ，また彼らの居所を教区台帳（ＰａｒｉｓｈＢｏ．ｋ。）に記載す

る」というものである 。かくして，ギ ノレバートは，この方法が全教区で正しく執行され

るなら注，この国の治安をさまたげ混乱させている悪弊の最大の原因であるｒ一般的浮
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５６）
浪」（９ｅｎｅｒａ１Ｙａｇｒａｎｃｙ）をふせぐことができるとしている 。最後に１ギ ノレバートは・アイ

ノレラソド人などの移民労働加こついて言及している 。すなわち，アイルラソドないしス

コットラソドから刈り入れ期（Ｈａｗｅｓｔ）に働きに来る男女は，到着したイソグラソドの

教区において移民の保証書を受げること ，もし限られた範囲や期問を越えて滞在したり

すれぱ浮浪者として逮捕されるべきであると規定したのである 。

　すたわち，労働力移動という点にかかわって，ギ ノレバートが意図していたことは，１８

世紀末の議会制囲い込みによっ て生み出された貧民を，浮浪者にならたいように厳罰に

処して治安を維持することであ った。それゆえ，居住地で仕事をみつげられない貧民に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５７）
は， 移動する距離と期問を制限した（１年を越えてはならないとされている）保証書を与え

るとして労働力の移動を認めたものの，それを破った者は浮浪者とみたして逮捕すると

しているのである 。また，アイ ノレラソド人などの移民労働力について刈り入れ期の労働

であると明言していること ，さらに，北部工業地帯のスコットラソドからの移民をも含

めていることなどから，ギ ノレバートがその際に念頭においていたのは農業労働力である

ことが指摘できるのである 。

（５）　ギルバートの全体構想

　ギ ノレバートは，彼の３つの法案が制定法とな って，彼の意図した改革が行なわれたあ

かつきには，救貧税は大幅に減少し，救貧法の他の部分は不要になり ，将未的には統合

されるか廃止されるかもしくは変更されるであろうと自負している 。しかしながら１あ

くまでも慎重に「これらの法案は，現行法にもとづいており ，その実樹こ役立つ変更を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５８）
加えたものであり ，異議を唱えられるような新たな内容は含んでいない」とことわ って

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４５３）
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いる 。そうして，ｒ読者へ」の最後に，以下の点に言及している 。

　第１は，公共事業の推進による雇用の確保についてである。ギルハートは，これらの

３つの法案が，ｒ多くの遊んでいる人手」（ｍａｎｙ．ｄ１ｅ　Ｈａｎｄｓ）を「労働と勤勉」（Ｌａｂｏｕｒ

ａｎｄ　Ｉ・ｄ・ｓｔ・ｙ）へと導くことによっ て最も良い結果を生むことを意図しており ，陸軍と海

軍へ新兵を補充すること ，そして，われわれの商工業（Ｔｒａｄｅ）と農業を発展させること

　　　　　　　　　５９）
を意図したとしている 。つまり ，ギルバートは貧民の問題を生産の問題と結びつげてい

るのである 。

　このことに関して，ギルバートは，除隊した兵士と水兵を雇うための計画があらかじ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　６０）
め協定されておくべきことを主張している。職種としては，有料道路（Ｔｕｍｐｉｋｅ）や他

の公道（Ｐｕｂ１ｉｃ　Ｒｏａｄｓ）の建設をあげて，国家が最大の利益を引き出すことのできる仕方
　　　　　　　　　　　　　６１）
で彼らを雇うことを述べている。いわば，会兵去知；二 ｉる失桑寿粂 ともいうべき内容

のものである。ギルバートはここでも法律を問題にしており ，かたりの数の人手をこ

の国のために有益たかたちで雇う案として，まず，ｒ土地排水に関する法律」（Ａ・ｔ　ｆｏｒ　ａ

ｇｅｎ・ｒａ１Ｄ・ａｉｎａｇｅ　ｏｆ　Ｌａｎｄｓ）が必要であるとしている 。そこでは，排水工事に伴う費用や

将来にわたって排水路を維持する費用は，土地所有者と借地人がそこから得る利益に応

じて割り当てるとされ，受益者負担の原則が示されており ，また，その担い手として適

切な委員を任命することが述べられている 。そうして，きらと，ｒ荒廃地の囲い込みと耕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６２）
作を奨励する」ためにもう一つの法律が必要であるとしているのである 。

　第２は，法律を平易にする立法上の改善についてである。地方行政の責任は，ｒ治安

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６３）
判事」（Ｊｕｓｔｉｃｅ　ｏｆ　Ｐｅａｃｅ）の肩にかか っていたが，彼らはｒ素人の裁判官」であ って ，

ｒ無給の名誉職」であ ったから十分に機能していたとはいえない。それゆえ，ギルバー

トの救貧法改革プラソに対して，３つの法案の計画が正しいことは明らかであるが，し

かしながら治安判事がそれを実施するために力を尽くすことはないだろう ，という批判
　　　　　　　　　　　　　　　６４）
があ ったとギノレバートは述べている 。

　そこでギルバートは，治安判事対策として，一方では，彼らの功績をたたえ苦労をね

ぎらいながらも ，他方では，財産と能力のあるジ ェソトルマソが治安判事の職につくの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６５）
を断わっている原因を指摘し，彗それは「法律の難解さと混乱」のためであるとしている

。

したが って，法律をできるだげ簡単でわかりやすいものにするために，¢議会の会期中

に， あらゆる公共関係法律案三（Ｐｕｂ１ｉｃ　Ｂｉ１１）の検査に携わらせ，休会中に特定の項目の法

令を集めて熟考し，多数のものを１つの法令に変えることに従事させるために，裁判所

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４５４）
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において訓練された１名ないＬ２名のジ ェソトルマソが，適切な給与で任命されるべき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６６）
こと ，　それらの手続きを監督するための常設委員会を設置すること ，を主張している

のである 。

　第３は，今目いうところの「危機管理」の必要性についてである 。ギルバートは，祖

国の幸福（Ｗ・１ｆ…）を心底から願う老の注意一ｒこれらの法案に該当する数十万もの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
．６７）

同胞（Ｆｅ１１ｏｗ －ｃｒｅａｔｕｒｅｓ）の困窮を発見すること ，そして救済の努力をすること」　　が重

要であるとして，全体を総括して次のように述べている 。貧民の困窮と ，彼らを扶養し

ている者の負担は大きく ，そして目々増大しており ，これ以上の猶予はできたい。長年

待っ たあげく ，ジ ェソトノレマソは何も実行しようとせず，公務のトッ プにいる人達から

はどんな計画も提起されないことがわか った。そこで，こうした状況と問題の重要性か

ら， ｒ現在の危機」（ｐ・。。。ｎｔ　Ｃ・ｉ．ｉ。）に対応することカミどうしても必要であり ，完壁なも
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６８）
のではないこれらの法案を議会に提出する決意をしたのである ，と 。

　ここには，貧民の問題をｒ国民」（ｔｈ・Ｐｕｂ１ｉ・）レベルの課題として把握し，救貧税の

増大にもかかわらず貧民の困窮は改善されないという杜会的危機をなんとしても解決し

ようと試みた，ギ ノレバートの危機管理への対応，すなわち国家の支配者としての階級的

立脚点をみることができよう 。

１７）　Ｇｉ１ｂｅｒｔ，ＰＺ伽，Ｐ
・１

ユ８）救貧税額の変化については，Ｎｉｃｈｏ１１ｓ
，ｏｐ

．ｃｉｔ
．，

ｐ． ４３７．を参照 。

ユｇ）　Ｇｉ１ｂｅｒｔ，ＰＺ伽，ｐ
．１

２０）ヱ肱，ＰＰ
・１－２

２１）Ｓ．＆Ｂ．Ｗｅｂｂ，肋９脇Ｐｏｏけ舳別
ｓｌｏプツ・Ｐａｒｔ　Ｉ：ｒ加０”１つｏｏプ エｏ〃・ｉｎ肋妙ん

　！二０６０Ｚ　Ｇｏｏｇ閉舳〃Ｙｏ１ｕｍｅ７，Ｌｏｎｄｏｎ，１９２７，ｐ
．１７１

２２）　Ｇｉｌｂｅｒｔ，ＰＺ伽，Ｐ
・３

２３）１肱，ｐｐ
・３－４・ギノレバートは，これらの法案がｒ委員会や会議に出席した多くの尊敬すべ

　き メソバーの助言によっ て一層改善された」としている 。

２４）１肱，Ｐ
・４

２５）１脱，ｐ
．５

．なお，ロソドソが除外され，いなかの教区に適用するとされたことについては ，

　１８１８年のスターヂ ェス
・ボーソ（Ｓｔｕｒｇｅｓ　Ｂｏｕｒｎｅ）による一般教区会法（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｖｅｓｔｏｒｉｅｓ

　Ａｃｔ）に関する以下の指摘を参照。「シチィ ・オブ ・ロソドソが除外されたのはその市の救貧

　区の法人化については１６４７年の勅命（Ｃｏｍｍｏｎｗｅａ１ｔｈ　Ｏｒｄｍａｎｃｅ　ｏｆ１６４７，Ｃｏｒｐｏｒａｔ１ｏｎ　ｏｆ

　ｔｈｅ　Ｐｏｏｒ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｃｉｔｙ　Ｏｆ　Ｌｏｎｄｏｎ）によっ
ており ，その他，当時，馳こ地方法によっ て特別

　に観定されたものが相当数あ った訳である 。一謝こよると〔Ｓ・＆Ｂ・Ｗｅｂｂ・肋幽んＺ０６・１

　Ｇ０鮒舳刎ｆ，Ｓ励伽ツん舳０舳９ｓ，ｐ　ｌ０９〕，１８３４年の大改正に当 ってこの種のものは１２５団

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４５５）
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　　　体あったと言われているのであるが，この時の法律から適用除外とた ったのは要するに既得

　　　権の尊重ということである」（法貴三郎ｒイギリス教区制度の展開」く下の二完＞ｒ都市問

　　　題研究』第９巻７号，１９５７年，９８へ一ソ）
。

　２６）Ｗｅｂｂ，肋ｇ脇Ｐｏｏヅエ舳別ｓオｏけ，Ｐａｒｔ　Ｉ
，Ｐ

．１５６

　２７）１６０１年エリザベス救貧法の内容については，大沢，前掲書，２２ぺ一ジ以下を参照 。

　２８）ＤＭａｒｓｈａ１１，丁加Ｅ刀ｇＺｚｓみＰｏｏプ閉ま乃２Ｅｚｇ肋２伽肋Ｃ刎〃け，１９２６，Ｐ９

　２９）　Ｇｉ１ｂｅｒｔ，ＰＺ伽，Ｐ
．５

　３０）　１ろ｛ａ ，　ｐ ．５

　３１）　１’ろ｛五 ，　ＰＰ．５－６

　３２）小山，前掲書，１１７ぺ一ジ以下
。

　３３）天川潤次郎ｒ１８世紀を中心とするワークハウス制度の展開」（矢口孝次郎編ｒイギリス資

　　　本主義の展開』有斐閣，１９５７年所収）１７２～１７４べ 一ジ。請負業者の中には「専業」としてい

　　　る者もあるが，自身が製造業者である場合または商人である場合が多かった。また，ｒ１８世

　　　紀初期には貧民労働より得る利益に重点がおかれていたが，貧民労働の生産性が低く所詮利

　　　益を生みえないことがわかると，後期には専ら収容者の食事その他の経費を切詰め，かく

　　　てその施設を “恐怖の家
’’

たらＬめるに至った」のであり ，「特に当該教区外の請負業者
，

　　　更に他州の請負業者が当たる時は一この場合も多かった　　教区の監視と統制の目を逃れ

　　　て，その待遇は比較にならないほど悪化してい った」のである（同上）。

　３４）　「混合労役場」の問題については，ウェヅフらの１９０５年王立委員会少数派報告書が，その

　　第１章で検討している。丁加”附伽Ｒ砂０”ゲ伽Ｐ００ヅ Ｚ舳Ｃ０刎淋ｓ加， Ｐａ「ｔ　Ｉ，丁加

　　Ｂ〃ｏ尾一妙ｑブ肋ｇ　Ｐｏｏプエｏ〃，Ｌｏｎｄｏｎ，１９０９，ｐｐ
．３＿２５

　３５）　 ワークハウス（労役場）には，広い意味で，◎作業場，職場（ｗｏｒｋｓｈｏｐ），◎失業貧民に

　　仕事を与える救貧法上の施設，即ちｒ強制労役場」「授産所」（本来の意味のｗｏｒｋｈｏｕｓｅ）
，

　　ゆ小犯罪者を収容する「懲治院」「矯正院」（ｈｏｕｓｅ　ｏｆ　ｃｏｒｒｅｃｔ１ｏｎ），　単なる無能カ貧民，

　　不具廃失者，病人を収容看護するｒ救貧院」（ｈｏｓＰｉｔａ１，Ｐ００ｒ－
ｈｏｕｓｅ），「慈善院」（ａ１ｍｓ－

　　 ｈｏｕｓｅ），＠「勤労学校」（ｓｃｈｏｏ１ｏｆ　ｉｎｄｕｓｔｏｒｙ）たど多様な目的があ ったとされている（天

　　川，前掲論文，３０４～３０５べ一ジ）。 また，１８世紀の労役場には，１６９６年のブリストノレ労役場

　　にはじまるｒ貧民の有利な雇用」を目的とするものと，それに対して，１７２２年のナ ッチブル

　　法（Ｋｎａｔｃｈｂｕ１１’ｓＡｃｔ・９ＧｅｏｒｇｅＩ
・ｃ・７）のワークハウス ・テストによるｒ求援抑制」を

　　　目的とするものとがあ ったが，実態は同一の労役場が複数の目的のために使用されていた

　　　（小山，莉掲書，９５へ一ソ以下）
。

　３６）　Ｇｉｌｂｅｒｔ，ＰＺ伽，Ｐ
．６

　３７）　１ろゴ五 ，　ｐ ．７

　３８）中西洋ｒ目本における「杜会政策」 ・「労働問題」研究』東京大学出版会，１９７９年，３０１ぺ

　　 一ジ 。

　３９）　ｒ貸出し制」については，梅川，前掲論文（１）， ３１０べ一ジ以下を参照 。

　４０）　Ｇｉｌｂｅｒｔ，ＰＺ舳，ＰＰ
．８－９

　４１）　１’〃五 ，　ＰＰ ．９－１０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４５６）
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４２）　ヱ“ゴ
、，

　ｐ ．１１

４３）　１肘五 ，　ｐｐ ．１１＿１３

４４）定住法については，福井修「イギリス重商主義期における旧救貧法について」（大前朔郎

　編階働史研究』啓文杜，１９８３年所収）を参照
。

４５）Ｇｉ１ｂｅｒｔ，１つＺ伽
，Ｐ

．１４．大前朔郎氏は，ギルバートが定庄法を前提にしていたことを重視さ

　廿 ，． ざヶで丁二法は ，． 「働く意志と能カのある労働者”に対して，教区は責任をもっ て“三
　れらのものが居生手る近ミ ”で，積極的に雇用を保証する義務のあることを規定している」

　とされている（同著ｒ英国労働政策史序説』有斐閣，１９６１年，３９～４０べ一ジ，傍点は筆者）。

４６）Ｇｉ１ｂｅｒｔ，ＰＺ伽，ｐＰ
．１４－１５．なお，ギルバートがここで，条件付きではあるが，貧民の結婚

　を奨励していることは，マルサスと比べて救貧税引き下げの筋道の点でなかなか興味深い 。

４７）〃ゴ ．，
Ｐ．

１５

４８）〃♂ ｌ　ｐ ・１７
・ギルバートは，１７７５年にイソグラソドの３９の州の懲治院に収容されている

　２，７１７人（つ「重労働」から，１年間に得られた金額は，わずかに１２３ポソド１９シリソグ１ベ

　ニーであ ったとしている 。

４９）〃～ ．， ＰＰ ．ユ８－１９

５０）”♂，ｐ
。ユ９．梅川氏は，「この法案はギルバートが “浮浪者”つまり “懲治院”収容対象

　老：二ついて持っていた考えを知るうえでは，きわめて重要」とされているが（梅川，前掲論

　文（２ ４８７べ一ジ），法案自体については検討されていない 。

５１）　Ｇｉユｂｅｒｔ，１つＺ”ｚ
，Ｐ

．２０

５２）”ムｐ ．２１
．なお，１５世紀の末と１６世紀の全体をつうじて，西 ヨーロバ全体でみられた

　　ｒ洋浪：二たいする血の立法」の事例については，Ｋ ．マノレクスｒ資本論』第１巻第２４章「い

　わゆる本源的蓄積」（Ｋａ「１Ｍａ「ｘ，Ｄａｓ　ＫａＰｉｔａ１，Ｋ「ｉｔｉｋ　ｄｅ「Ｐｏ１ｉｔｉｓｃｈｅｎ　ｂｋｏｎｏｍｉｅ，Ｂｄ．Ｉ
，

　Ｋａｒい工ａｒｘ－Ｆｒ１ｅｄｒ１ｃｈ　Ｅｎｇｅ１ｓ　Ｗｅｒｋｅ，Ｂｄ２３，Ｄ１ｅｔｚ　Ｖｅｒ１ａｇ１９６２Ｓ７６２－Ｓ７７０　大月

　書店版＝マルクス ・エソゲルス全集』第２３巻ｂ ，９５９べ一ジ以下）を参照 。

５３）ギルバートは，１７８７年の法案で，いなかの地区での居酒屋の廃止（旅行者用は除外）と都

　会での設置のきびしい制限を主張している（ＣＯｕｒｔｎｅｙ
，０

力． ０｛オ
．，

ｐ． １２１５）
。

５４）Ｇｉ１ｂｅｒｔ，ＰＺ舳，Ｐ・２Ｚウェッ ブ夫妻によれば１６６２年法は，その適用を教区にｒ息庄手乏

　ために未た」（ｃｏｍｉｎｇ　ｉｎｔｏ棚ｏ肋）人々に限定しており ，ｒ一時的貧民」（ｃａｓｕａ１ｐｏｏｒ）や

　　ｒ遍歴中の」（ｏｎ　ｔｒａｍＰ）老またはなんらかの理由で旅行中の者はあてはまらないとされて

　いる（Ｗｅｂｂ，ｏ
ク． ｏ北 ，Ｐ

．３３４）。

５５）１６９８年法（９＆１０Ｗｉ１１ｉａｍ　ＩＩＩ・ｃ・１４）のことを指すものと思われる
。

５６）　Ｇｉ！ｂｅｒｔ，Ｈ伽，Ｐ
．２３

５７）　ヱ”６
．，

　ｐ ．２３

５８）〃～ 。，
Ｐ． ２４

５９）ヱ附，ｐ
．２４

．イギリス近代初期には，杜会の最下層の人々が兵士に仕立てあげられていた

　のであり ，「１８世紀くらいまでは，囚人，浮浪者，失業者，貧民などが強制的に軍隊へほう

　りこまれた」のである（浜林正夫「イギリス史の底辺（１）」『歴史評論』第３４５号，１９７９年，９６

　ぺ 一ジ）
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４５７）
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　６０）　Ｇｉｌｂｅｒｔ，ＰＺ伽，Ｐ
．２５

．

　６１）　１ろ｛五 ，　ｐ ．２７

　６２）１肱・ＰＰ
・２５－２６・後者の法律に関してもギルバートは，木を伐る権限を有するｒ終身借

　　　地農」（Ｔｅｎａｎｔｓ　ｆｏｒ　Ｌｉｆｅ）が木を植えるよりも伐る傾向が強くな っていることを懸念して ，

　　　管財人の承諾を得て土地を低当に入れてその信用で金を借りる権限を議会が彼らに与え，土

　　　地を耕やして広げていくことを主張するたど，事業の財源の問題にまで言及している 。

　６３）高柳賢三 ・末延三次編ｒ英米法辞典』有斐閣，１９５２年，２５７べ一ジ。やや時代は下るが，

　　　 １８３２年のチャドゥィックらによる調査によれぱ，救貧法の運用について絶対的権隈を有する

　　　治安判事への非難が集中している（ｒ１８３４年救貧法報告』）。例えぱ，ｒ治安判事は，証拠も

　　　なく ，情報を得る手段もないのに，判決を下さざるを得ないことが多い」，ｒ救貧委員も教区

　　　会も，治安判事の介入を予想して，事前に甘い判断をすることが多い」，ｒ治安判事の家は１５

　　　 マイル〔約２４良ｍ〕離れており ，救貧委員は自分の仕事で出頭できないことが多いので，扶

　　　助が行われることが多い」等々（伊部英男ｒ新救貧法成立史論』至誠堂，１９７９年，１２４～１２７

　　　べ一ジ）
。

　　６４）　Ｇｉ１ｂｅｒｔ，ＰＺ伽，Ｐ
．２７

　６５）　１ろ”」，　ｐ ．２８
．

　　６６）　１尻６し ，　ｐ ．２８
．

　６７）　１”五 ，　ｐｐ．２９＿３０

　６８）　１ろ｛五 ，　ｐ ．３０
一

皿　ギノレバート法案の内実

　ハモソド（Ｊ・Ｌ・Ｈａｍｍｏｎｄ）は，ギルバートがその時代の救貧制度の問題点を正確に指

摘したとして，¢行政単位としての教区の小観模さ，　混合労役場の実状，＠救貧委員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６９）
が無給である事実，の３点をあげている。教区を連合体に結合させることに関しては

，

前章でみたように，一括請負をなくすために適切な規模でワークハゥス体制を確立する

必要があることから，ギルバートがまず第１に主張した点であ った。そこで，以下で

は１ こうしたギルバートのワークハウス体制の理解を明確にするために，貧民への対策

と救貧行政の改革に関するギルバート法案の内容をみることにする 。

（１）貧民の区別と対策

　第１。 救貧院へ収容される者

　ギノレハートは，ｒこの法律の諸規定をより実際的かつ有益なものとするために」と前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４５８）



　　　　　　　　Ｔ．ギルバートの救貧法改革論（ユ７８ユ年）について（上掛）　　　　　　ユ２１

置きをした上で，ｒ老齢，病気ないし虚弱のために窮乏化した者，および自らの労働に

よっ て生計費を得ることができない者を除いて，いかなる者も救貧院（Ｐｏｏ・一ｈ・ｕｓ・）に送

られてはならない」（第１法案の第１０条，以下ではｉ－Ｘと略言己）としており ，救貧院に収容

する貧民のかかる限定は，ギルバートのプラソにおいて第一義的なものであ った 。

　第２ 。働く能力と意志がある老

　ｒ働く能力と意志はあるのだが雇用を得ることのできない貧民がいる教区，村ないし

地域の教会委員及び救貧委員は，申請がありしだい，〔¢〕彼もしくは彼女らの居住地

（Ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ）の近くの教区，村たいし地域において，彼らの体力と能力（Ｓｔｒｅｎｇｔｈ　ａｎｄ

Ｃａｐａｃｉｔｙ）にふさわしいたんらかの仕事ないし雇用（Ｗｏｒｋ　ｏｒ　Ｅｍｐ１ｏｙｍｅｎｔ）について，査

察官の許可を得てかかる貧民の労働（Ｌａｂ．ｕ・）に関する契約をする（。。ｎｔ．ａ．ｔ）こと ，〔　〕

そうした雇用が得られるまで，ならびにそうした仕事の期問のあいだ，かかる者たちの

生活を維持すること ，もしくはその者たちが適切に維持され，泊められ，扶養されるよ

うにさせること ，〔　〕かかる仕事もしくは労働から得られたお金を受げとること ・そ

してそれをできる限りそうした生活維持（Ｍａｍｔｅｎａｎｃｅ）にあて，もし不足分かあれはそ

れを埋合わせること ，〔＠〕そうして，そのお金がかかる生活維持に支出された額を万

一越えるような場合には余剰金（Ｓｕｒｐ１ｕｓ）としてあずかること ，そしてその後３暦月た

ってそれを使い尽くすようた一層の支出が彼らの貸借勘定に生じなげれぱ，それをかせ

いだ貧民に与えること」（ｉ－ＸＩＩＩ）。

　ここで注意する必要があることは，剛こおいて，働く能力と意志がある貧民について

は， 教会委員と壷会奏貞余産角麦南壬手岩 ，としていることである 。すでにみたように ，

ギノレバートはｒ請負い制」にかわる「貸出し制」を計画していたのであるカニ，それは貧

民の居借地の近くでとされており ，さらに男女それぞれの体力と能力にあ った仕事を契

約するとされているのである 。そして，　と　において，貧民の労働から得られる金銭

は壷会去貞余妻み工ら生活維持費にまわすとしているのである 。これらのことからすれ

ぱ， ギノレバートが考えていた貧民の雇用というのは，労働者としてのｒ自主性」を完全

に否定したものであり ，救貧委員による貧民の管理の強化に他ならない。それゆえ・ギ

ルバート法のいわゆる院外救済（Ｏｕｔ－ｄ。。・Ｒ・１ｉ・ｆ）とは，救貧院の建物の外で貧民を救済

するとはいえ，救貧委員による雇用契約と管理強化というように，あくまでも「ワーク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７０）
ハウス体制」の枠内におげる雇用と生活の保障であり ，いわぱ「貧民の支配」であ った ・

したが って，ｒかかる貧民が働くことを拒否したり ，与えられた仕事もしくは雇用から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４５９）
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逃げた場合には…… かかる犯罪者を懲治院に引渡し，３暦月以上１２暦月以下の期問重労

働に処する」（ｉ－ＸＩＩＩ）としているのである 。つまり ，労役場の外へ貸し出すことで，労

役場の内に収容したのと同じように貧民を管理することの方が，多大の支出と運営の困

難を伴う「大きなハウス」の計画よりも合理的であ ったわげである 。

　第３ 。怠惰な者，治安を乱す者

　ｒ働いて自分自身とその家族を養うことができるのにそうしようとしない怠惰な者も

しくは治安を乱す者（。ｄ１ｅ　ｏｒ　ｄ１ｓｏｒｄｅ．１ｙ　Ｐｅｒｓｓｏｎｓ）はすへて，その所属する教区，村およ

び地域の教会委員と救貧委員によっ て起訴されるものとする」（ｉ－ＸＩＩ）。

　ギルバートは，ｒ怠惰た者毛 ’レ注治安を乱す者」としたことに次のような注記を書

き加えている 。すなわち，ｒジ ョージ２世治世第１７年法律第５号においては，この言葉が

『怠惰でかつ治安をみだす老』（肋 ・〃Ｄ１・・肋伽〃・・犯・）とされており ，それによっ て犯

罪者たちは両方の罪を犯したことが証明されない隈り罰せられないとされ，それゆえ多

くの者が罰を免れてきたおそれがある。この法案では，両方の種類を含めるために，０”
　　　　　　　　　　　　　　　　　７１）
の箇所に０プ という言葉を取り入れた」と 。

　さらに，救済を申請した者が，働く能力がありながら怠惰もしくは治安を乱す者であ

って，仕事をしなか ったり ，求職をしなか ったり ，稼いだお金を居酒屋で使ってしまっ

て， 妻や子供たちを扶養しようとせず，そして欠乏に至らしめていることが明らかにた

った場合，治安判事が，彼を懲治院に投獄することは適法であるとされた（ｉ－ＸＩＸ）。

　第４ 。幼児

　ｒ年端もいかぬ幼児で，両親が死んだか又は彼らを養うことができない者は，査察官

の許可を得て教会委員及び救貧委員により ，以下の方法で配置される。すたわち，両親

が生存しておりかつ彼らを世話する条件がある場合は，親と一諸に置かれるが，かかる

条件がない場合もしくは親が死んでしまっ た場合には，彼らが奉公に出される年齢か又

は農業もしくは商工業の徒弟に出されるのに十分な年齢に達するまでは，彼らの属して

いる教区，村または地域の内もしくは附近の尊敬される人物のもとへ置かれ，かかる場

合には，査察官の認可を得，教区役員（Ｐａｒｉｓｈ　Ｏ航ｃｅｒｓ）とかかる人物との問で決められ

た週手当（Ｗｅ・ｋ１ｙ　Ａｕｏｗａｎｃｅ）を支払う 。　　彼らが上記の年齢に達した時には，現行法

に従って，所属する教区，村または地域の費用で徒弟に出されるものとする」（ｉ－ＸＩ）。

　ギルバートは，「痘手当」としたことに次のようた注記を加えている。すなわち，か

かる子供らが引き渡される時にｒま二ま二走お金」（ａ　Ｓｕｍ　ｏｆ　Ｍｏｎｅｙ）を与える場合に

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４６０）



　　　　　　　　Ｔ ．ギノレバ ートの救貧法改革論（１７８１年）について（上掛）　　　　　　 ユ２３

は， 彼らを預か った人物の利益にたるのは，彼らを餓死させるか他の手段で殺すことで

あり ，こうした里親たちの残酷で野蛮た事例を数多く聞く 。かかる貧しい子供を引き渡

したら義務が終わるのではない。査察官は，親方の選択を注意深くするとともに，親方

が近くに住んでいる場合は自身の目で，もし遠くに住んでいる場合は他の適切な人物に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７２）
よっ て， 十分に視察を行たう必要がある ，としている 。

　第５ Ｃ一時的貧民

　ギルバートは，ｒ一時的貧民」（Ｃａ．ｕ．１Ｐ。。。）に関して，ｒ教区役員が，自分の教区に負

担をもち込むのを恐れて，病気および虚弱でおしひしがれ苦しんでいる貧しい者を，な

んら救済を与えることなく街頭に横たえておくような罪を犯しつづげる ，というむごた
　　　　　　　　７３）
らしさを違げるため」と注記して，以下のように規定している 。すなわち，ｒ定住区を

離れた（ｔ帆ｅｌ１ｉｎｇ　Ｏｕｔ）貧民は，重い病気に見舞われても生計の手段がなく ，適切な援助

や救済の欠如から，ひどい辛苦にさらされることがしばしぱ生じているので，その対策

として ・・…・ かかる貧民を，その近くに住む教会委員もしくは救貧委員のハウスに運び ，

安心して移動できるようになるまで受げ入れ，適当な食物（および必要な場合には衣服）を

提供する二とを命ず」（ｉ－ＸＸ）。

　第６ Ｃ浮浪考，流れ者，乞食

　ギ ノレバートによれぼ，ｒ浮浪老，流れ老，および他の怠惰でかつ治安を乱す老，そし

て一般の乞食のほとんどが，逮捕されることなく ，その多くはイソグラソド各地の街路

を横行している」，また，ｒ怠惰な者もしくは治安を乱す者の多くは，自らが従事してい

た雇用や職業がら不法に離れ，浮浪禁止法（Ａｃｔｓ　ｏｆ　ｙａｇ・ａｎｃｙ）を犯して，前記の法律
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７４）
〔ジ ョージ２世治世第１７年法律第５号〕の趣意内で，浮浪者，流れ者にな っている」，さ

らに ，ｒ名うての違反者（ｎｏｔｏｒｉｏｕｓ　Ｏ任ｅｎｄｅｒｓ）の多くは，しぱしぱ判事の手から逃げう

せ， 人々：二お金を乞い求め強要したがら，王国の各地に身をかくし，浮浪禁止法を狙し

たがら前記の法律の趣旨および解釈の範囲内で，浮浪者や流れ老にな っている」（ｉｉｉ一前

文）と 。このような現状に対して，ギ ノレハートは，治安判事が「特別巡査」（Ｓｐｅ・１ａ１Ｃｏｎ －

ｓｔａｂ１ｅ・）を指命し，令状を発行して，上述の者の発見ならびに逮捕を強力に推し進め ，

監獄（Ｃａｇｅｓ）や留置場（Ｌｃｃｋ－ｕｐ　Ｈｏｕｓｅｓ）を設けることを主張している（ｉｉｉ－ＩＩＩ）。

（２）救貧行政の改革

「読者へ」の検討ですでにみたように，救貧行政の改革に関するギルバートの構想に

　　　　　　　　　　　　　　　　（４６１）
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は， 労役場を解体して救貧院や懲治院を整備するとい った施設にかかわる面と ，貧民保

護官や査察官といった行政機構の担い手にかかわる面と ，大きく２つの内容が含まれて

いた。そして，いずれにおいても ，法の整備と厳格な実施を追求することで，より合理

的に救貧行政を管理しようとするものであ った。なかでも ，単に法律を制定するだげに

とどまらず，その担い手を有給の専門職として養成することに注意を払っている点や ，

責任を果たさない老に対する罰則規定をもうげている点などが，とりわけ注目されるの

である 。

　第１。 懲治院

　ギノレバートによれぱ，多くのカウソティにおいて「懲治院」（Ｈｏｕｓｅｓ　ｏｆ　Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ）の

数が不足し，建物は欠陥を持っており ，部屋の設備も悪く ，また院内の秩序は乱れてお

り， 改心のためにそこへ送られた者が一層自堕落にな っている。そこで，四季裁判所
が， 懲治院を視察する判事を任命し，犯罪や男女別の部屋を用意させ，家具等を備え付

げさせること 。拘留中の者の一覧表を作成させ，重労働のための材料を提供し，また看

守（Ｋｅｅｐ・・）を雇うとともに，囚人になんらかの仕事を教えるために臨時のアシスタソ

トを任命すること 。懲治院の費用は，州税（ＣｏｍｔｙＲａｔｅｓ）として徴収されること 。重

労働に処せられていない囚人も ，適当な労働に従事させるべきであり ，そして彼らの得

た正味の金額の半分は支払われるべきであること。懲治院の管理者もしくは看守は，ワ

イソ，ピール等を売ってはならないこと 。彼らの給与の一部は，囚人がかせいだお金か

ら支払われること 。ますます堕落した者は，独房で懲治されること 。祈りをささげるた

めに牧師が任命されてもよいこと ，としている（ｉｉ－Ｉ～ＸＩ）。

　第２ 。診療所

　救貧院に送られたどんた人物も ，重病もしくは慢性の病気で苦しんでおり ，治療のた

めに長い期問と内科医もしくは外科医の特別な援助を必要とする場合には，当該救貧院

の設置されている州，区，管区，市もしくは村の「診療所」（Ｉｎ£ｍａ・ｙ）へ送られ，貧民

が所属する教区の費用負担で世話されるものとする。こうした施設がない場合には，近

隣の診療所へ送られるものとする ，としている（トＸＶＩＩＩ）。

　第３ 。貧民保護官と収入役

　ギ ノレハートは，新たた役職としてｒ貧民保護官」（Ｇｕａｒｄ・ａｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｐｏｏｒ）をもうげると

Ｌている 。貧民保護官は，教区会（Ｖｅｓｔｏｒｙ　Ｍｅｅｔｍｇ）において指名され，治安判事によ

って任命されるもので ，教会委員（Ｃｈａｒｃｈｗａｒｄｅｎｓ）と救貧委員（Ｏ．ｅｒｓｅｅｒｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｐｏｏ。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４６２）
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に与えられているすべての権限および権力を持つとされている。１年間の見習い期間の

後に，２名の治安判事が認め，教区則こよっ て望まれ，本人が同意するならぱ，再任は

妨げられない。また，給与が救貧税のなかから支払われるものとする。正当な理由たし

に， 貧民保護官の職に就くことを断わる老からは，５ポソドの金額を没収する。かかる

保護官が任命された場合，教会委員および救貧委員は，口出しや干渉をしてはならない 。

教会委員および救貧委員は，救貧税の課税と徴収を行なうものとし，１名がｒ収入役」

（Ｔｒｅａｓ・ｒｅｒ）に指名されてお金の管理にあたること ，そして月例会議において報告書の監

査をうけること ，としている（１－ＸＸＶ）。

　第４ 。査察官

　ギルバートは，毎年のミカェル祭（９月２９目）の四季裁判所において，当該の州 ，区 ，

管区，市もしくは地域のための職務を執る１人の治安判事が，救貧院の「査察官」（Ｖｉｓｉ・

ｔＯｒ）に任命されるとしている 。査察官は，すべての救貧院を訪問し，視察し，監督すると

同時に，紛争などを調停し，条例や規則等の実施に努める 。救貧院の管理者（Ｇｏ・ｅｒｎｏｒ）

は， かかる査察官からの訓令に従うことを要求される 。査察官に任命された治安判事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７５）
は， 教区の職務のすべてから解放され，陪審員となることも免除される（ｉ－ｖＩＩＩ）。 また ，

同様に治安判事は，懲治院の査察官（Ｖｉｓｉｔｏｒ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｈｏｕｓｅ　ｏｆ　Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ）として任命され

る， としている（ｉｉ－Ｘ）。

　第５ 。会計報告

　ギ ノレバートは，すべての救貧院の管理老が，月例会議におげる教会委員と救貧委員の

指示の下で，貧民を維持するために適切で必要な食糧を供給し，それについて記帳する

ものと窺定している 。そして，前月の報告書を審理し検査するために，教会委員と救貧

委員の会議が，毎月第１月曜日の午前１０時に催されるべきとしている（ｉ－ＹＩ）。 さらに ，

各救貧院；こおける処置のｒ年次報告書」（Ａｎ　ａｍｕａ１Ａｃｃｏｕｎｔ）が四季裁判所へ提出される

へきこと ，としている（・一ＸＷＩ）。

以上要するに，救貧院の科学的管理の試みであ ったということができよう 。

　６９）　Ｊ・Ｌ・Ｈａｍｍｏｎｄ，ｉｎ 肋ｏツｏＺ功〃”ｏげ伽Ｓ０６｛ｏＺ　Ｓｏ伽６２ｓ，１９５１，Ｍａｃｍｉ１１ａｎ
，Ｐ

．６６１

　７０）ギノレバートは，週単位の救済（Ｗｅｅｋ１ｙ　Ｒｅ１ｉｅｆ）を受げている者はすべて，品行が方正で

　　あることの証拠として，「ウィリアム３世の治世第８および９年に制定された法律〔１６９７年

　　法〕により指示されたバッ ヂを着用するものとする」（ｉ－ＸＩＸ）としている 。

　７１）　ちなみに，制定法（２２Ｇｅｏｒｇｅ　ＩＩＩ　ｃ８３）の対応条項（ＸＸＸＩ）も ，１
ｄ１ｅ　ｏプ ｄ１ｓｏｒｄｅｒ１ｙ

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４６３）
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　　　ｐｅｒｓｏｎｓ とな っている（８〃肋ｓ〃Ｚｏ惚２，Ｖｏ１３４，Ｐ１６９）
。

　７２）　Ｇｉ１ｂｅｒｔ，ＰＺ伽，ＰＰ
・４９－５０

　７３）　Ｚろ｛五，　ｐ ．６４

　７４）　ジ ョーソ２世治世第１７年の法律（１７Ｇｅｏ　ＩＩ　ｃ５）のタイトルは，Ａｎ　Ａｃｔ　ｔｏ　ａｍｅｎｄ

　　　ａｎｄ　ｍａｋｅ　ｍｏｒｅ　ｅ伍ｅｃｔｕａ１，ｔｈｅ　Ｌａｗｓ　ｒｅ１ａｔｉｎｇ　ｔｏ　Ｒｏｇｕｅｓ，Ｖａｇａｂｏｎｄｓ，ａｎｄ　ｏｔｈｅｒ　ｉｄ１ｅ

　　　ａｎｄ　ｄ１ｓｏｒｄｅｒｌｙ　Ｐｅｒｓｏｎｓ，ａｎｄ　ｔｏ　Ｈｏｕｓｅｓ　ｏｆ　Ｃｏｒｒｅｃｔ１ｏｎ　であ った。ギルバートは，これを

　　　第２法案（懲治院），第３法案（浮浪者）に分離して，懲治院についての第２法案を “かた

　　　め”におく構想をたてたのである 。

　７５）ギルバートは，もＬも治安判事がみんな査察官に．な ったたらぱ，査察官の仕事に精を出す

　　　ことをしたいであろうとしており ，また，救貧院の近くに住んでいる者で適切な人物がい

　　　れぱ，他の事で十分働いている判事が任ぜられるよりは適当かもＬれないと注記している

　　　（Ｇｉ１ｂｅｒｔ，ＰＺ舳，ｐ
．４５）

。

ｖ　む　　す　　び

　ギルバート法をめぐるこれまでのわが国の研究史においては，１８３４年の救貧法改正を

もたらしたスピーナムラソド制の成立とかかわって，「１７８２年のギ ノレバート法は労働可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７６）
能貧民への院外救助を認め低所得就業者への賃銀補助を押し進めることにな った」とさ

れるように，ギルバート法＝スピーナムラソド制として，両者は延長線上にあるものと
　　　　　　７７）
理解されてきた。そして，１８世紀末の救貧法の性格について，ｒギルバート法からスピ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７８）
一ナムラソド制度にいたる救貧法の “人道主義化”」として評価され，また，ｒ１７８２年に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７９）
いたり ，１８１年も続いた救貧法からのいちじるしい逸脱が生じた」とも言われるように ，

１６０１年 エリザヘス法と ，ギルハート法のｒ温情的性格」との違いか強調されてきたので

ある 。そうして，ギルバート法＝スピーナムラソド制にみられるこうした救貧政策の転

換の主体をめぐっ て， ｒ地主階級のイソタレストのための労働力の農村への定着化を確保
　　　８０）

するためのもの」とする説と ，ｒ非農業的利害，すたわち工業資本の立場から失業能力

貧民を健全な労働主体として，言いかえれぱ産業予備軍として緯持 ・再生産していこう

　　　　　　　　　　　　　　 ８１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
８２）

とする傾向」のあらわれとする説との対立のうちに研究が進められてきたわげである 。

　そこで，本稿におげるギルバートの救貧法改革プラソの検討から明らかにた ったこと

を以下に整理しておこう 。

　第１。 ギノレバートがｒ労役場」の改革にあたって重視したことは，貧民の分類にもと

づく院内救済の限定であ った。すなわち，働く能カと意志のある貧民については，費用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４６４）
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負担の点で合理的で痕いために施設収容はせず，近隣へ貸し由して強制的に仕事に就げ

て管理すべきである ，というものであ った。それゆえ，貧民を院外へ出すものではある

が， 救貧委員による管理下に置くものであり ，いわ凄「ワークハウス体制内」におげる

貧民の支配は貫徹していたのである（在宅保護の場合も，圭ととに手当てを与えて査察官によ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８３）
る管理を強化する点で同様）。 そして，かかる「ワークハウス体制」にふさわしい適正た規

模の「救貧院」（働く能力のない者のみを収容）を設置して管理するために教区を連合させ

ることができるとしたのであ った 。

　第２ 。ギルバートは，貸し出された貧民の雇用から得られたお金を壷貧委員の手によ

二そ受げとり ，貧民の生活維持のために管理運用することによっ て， 請負い業老のもと

に置かれた貧民の悲惨な状態を改善することを目的としていた。それゆえ，貸し出され
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８４）
た貧民は，救貧委員の支配下におかれる存在であ った。したが って，ギ ノレバート法はス

ピ＿ナムラソド制におげる会各扶助による最低生活保障原理とは全く異なる意図にもと

　　　　８５）

づいていた，といわたげれぱならたい 。

　第３ 。ギルバートの救貧法改革プラソは，単に救貧税を減少させるためという目的に

とどまらず，貧民を勤勉にするためには何よりも仕事に就げることが肝要であるという

信念から，道路整備などの「公共事業」によっ て積極的に雇用を拡大する内容を含んだ
　　　　　８６）
計画であ った。また，貧民の子供に与える影響をもかんがみて，結局のところ国家のた

めに有益な仕事に就げることで「労働と勤勉」を推進することが，長期的には救貧税を

引き下げることになると考えていたのである 。

　第４ 。したが って，ギルバートが計画の
‘‘

かなめ”にすえたのがｒ懲治院」に関する

法案であり ，これの厳格な適用によっ て， 働く能力がありながら由之壱志をもたない者

に対しては，犯罪人として重労働で処罰すべきだとしたのであ った。すなわち，ギ ノレバ

ートは，ｒ労役場」を解体して，ｒ貸出し制」による強制労働と「懲治院」の重労働によ

って，労働する意志の陶冶を計画したということができよう 。

　第５ 。そして，救貧院や懲治院の管理について，貧民や囚人を厳密に分類して収容す

るとしたこと ，管理者や看守への監督を強化して適正かつ厳格な運営を行わゼるように

したこと ，さらに，記帳にもとづいて会計報告をさせ監査を行うよう規定したことなど ，

　　　　　　　　　　　　　８７）施設の合理的かつ料李由左運営を求める改革案を示したのである
。

　第６ 。ギ ノレバートは，法律の弛緩を正し制度の改革を行なおうとしたの；二とどまら

ず， その担い手と財源の問題にも注目していた。たとえぱ，貧民保護官を有給の専門職

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４６５）
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として新たにもうげたり ，治安判事の１名を専門の査察官として専念させ権限を強化し

たり ，また，収入役を決めさせるなど，分業にもとづいて合理的な運営を行おうとして

いたのである 。そして，慈善を効果的に運用することや，さらに，法を簡明なものにす

るための努力なども規定している 。

　以上のことから，１８世紀末の激動のたかで杜会問題化した貧民の失業問題に直面した

ギルバートが，彼の「ワークハウス体制」によっ て働く能力と意志のある貧民を国家に

有益なかたちで強制的に仕事につげることを計画し，そしてそのために必要不可欠の
‘‘

かなめ
’’

として懲治院の厳格な運営による働く意志の陶冶を求めたことが明らかにな

った。そうだとすれぱ，ギルバート法＝スピーナムランド制とする評価や，ギルバート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８８）
法についてｒワークハウ刈こよる貧民の求援抑制も “有利た雇用”も ，ともに放棄した」

とする評価は，再考される必要があろう 。ギ ノレバートは，３つの法案による救貧法改革

プラソ（ｒワークハゥス体制」）において，文字通りｒ危機管理」という必要から，貧民の

合理的支配を科学的な管理によって行った，ということができよう 。したが って，救貧

法（スピーナムラソド制による院外救済）の廃止を唱道したマルサスの処方隻が，ギルバー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　８９）
トのフラソとかなり似たものであ ったことも目首しうるのである 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９０）
　産業革命期，言い換えれぽ本源的蓄積の最終局面における救貧法であるギルバート法

を検討するためには，それぞれの教区におげる救貧行政や財政の実態と重ねあわせた分

析が必要である 。そのためには，土地所有のあり方，北部工業地域と南部農業地域のち
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９１）
がい，労働力移動の実態，アイ ノレラソドからの移民労働老の問題，杜会史や地域史研究
　　９２）

の進展などがふまえられなげれぱならない。本稿は，そのための前提になる作業の一部

であ った。そして，産業革命の本格的展開とナポレオソ戦争の終了によっ て失業貧民の

数が一層増大するたかで救貧税負担は支配階級の脅威とたり ，また「働く貧民」の労働
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９３）
者への陶冶と階級的結集が進むたかで，ロバート ・オーエソに一よる新たな改革案が示さ

れたのである 。これらの検討については，今後の課題としたい 。

７６）森建資「イギリス産業革命期におげる農業労働力の存在形態」（ｒ土地制度史学』第６２号，

　１９７４年１月），１０ぺ一ジ 。

７７）例えぽ，武居良明氏は，ｒギルバート＝スピーナムラソド制」とされている（同稿ｒイギ

　リス産業革命と救貧行政」『杜会経済史学』第３６巻４号，１９７０年）。なお，ギルバート法とス

　ピーナムラソド制の相違を明確に強調したのは，カール ・ポラソニーであった。すなわち ，

　ギノレバート法は，ｒそのシステムに欠陥があるにもかかわらず，〔行政単位拡大と救済さるべ

　き貧民範晴の区分という　　筆者〕正しい方向への試みを代表したのであり ，院外救済と賃

　　　　　　　　　　　　　　　　（４６６）
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　金扶助は積極的な杜会立法のたんなる補完物にとどまる限り ，合理的解決にとっ て必ずしも

　致命的たものとはならなかった」
’が

，この改革を停止させたスピーナムラソド制は，「院外救

　済と賃金扶助を舎痘南左ものにすることによっ て， ギルバート法の路線を踏襲するもの（誤

　っ てそう主張されている）ではなく ，その煩向を完全に逆転させるもの」であると 。そして ，

　　「苦心のすえ行なわれた労役所と救貧院との区別は無意味なものにな った」，「貧民を区分し

　ていく過程とは逆のことが始まっ た」と述べていた（Ｋ．Ｐｏｌａｎｙ，丁加Ｇ閉げ伽功舳”０１１－

　丁加Ｐｏ脇６０Ｚ伽６Ｅ６０れｏ刎｛ｏ
０梅伽ゲ０〃”榊一 Ｂｅａｃｏｎ　Ｐｒｅｓｓ，１９５７．吉沢英成他訳

　　ｒ犬転換』東洋経済新報杜，１９７５年，１２８～１２９べ一ジ）
。

７８）小山，周１」 掲青，１５８へ一ソ 。

７９）樫原朗ｒイギリス杜会保障の史的分析Ｉ』法律文化杜，１９７３年，８０ぺ一ジ 。

８０）大前，前掲書，４３ぺ一ジ 。

８１）山之内靖ｒイギリス産業革命の史的分析』青木書店，１９６６年，３２１ぺ一ジ 。

８２）　 こうした系譜の研究として，救貧行政転換のイニシアティ ブは地主ではなく農業資本にあ

　るとする説（森，前掲論文，１４ぺ一ジ），産業革命＝農業革命の推進主体＜工場主，地主 ・

　借地農民＞と自らの存立基盤を奪われていく諾階層＜前貸人　小生産者，貧困農民＞の対立

　であったとする説（武居，前掲論文，２２ぺ一ジ）たどがある 。他方で，救貧法のｒ国家論」

　にとっ ての意義を強調される中西洋氏は，救貧法の理念的解明は「政策寿ゑの “人楮！的成
　熟度の変化とその毛細こ求められるべき」とし救貧法の究明は「資本主義杜会の闘犀

＝資

　本主義由豪鹿轟の生成 ・確立のプ ロセスを明らかにする」という視角から研究史をサーベイ

　されている（中西，前掲書，２８１ぺ一ジ以下。なお，中西氏の学説の意味については，向井

　喜典 ・上掛利博ｒ労資関係研究と国家論」ｒ季刊労働法』第１１９号，１９８１年春，を参照）。ま

　た，スヒーナムラソド制は大きな影響をもたなか ったとするＭａｒｋ　Ｂ１ａｕｇ（１９６３）以降のイ

　ギリスの研究動向については，原剛「新救貧法をめぐる英圃こおける最近の研究」（ｒ杜会経

　済史学』第４２巻２号，１９７６年）を参照のこと 。

８３）ギルハートが構想した ’ＴＨＥ　ＰＯＯＲ－ＨＯＵＳＥ　ＦＯＲ　ＲＥＬＩＥＦ　ＡＮＤ　ＩＮＤＵＳＴＲＹ　ｒ救済

　と勤勉のための救貧院」（Ｇｉ１ｂｅｒｔ，ＰＺ”１
，Ｐ．４１）というのは，まさしくこうした「ワークハ

　ウス体制」をさしているのである 。

８４）梅川氏が明らかにされたように，ギノレバート法が賃金補助政策を打ち出したとするわが国

　の研究に伝統的な理解は，ウニッ ブ夫妻のｒ解釈」を踏襲したものであ った（梅川，前掲論

　文（１）， ２８１～２８４べ一ジ）
。

８５）中西氏は，スピーナムラソド制が，経済的 ・政治的危機の高まりに対応する緊急の労働政

　策（ｒ亀蒔由走あるいは志急ポミネナ三」）であ
ったことを強調された（中酉前掲書，３０９

　ぺ 一ジ）
。

８６）アメリカ独立戦争の終結が予測されるなかでの立法であ ったことを想起されたい。大量の

　兵士が職もなく巷にあふれようとしていた 。

８７）　この点について片岡昇氏は，産業革命の進展のなかで，ｒ科学的原理に基づく立法上の改

　革」が要求され始めたことを指摘されていた（同稿ｒ英国初期救貧法の歴史と性格」ｒ労働

　問題研究』４７号，１９５０年に初出，後に同著ｒ英国労働法理論史』有斐閣，１９５６年に所収
，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４６７）



１３０　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３５巻 ・第３号）

　　　３５４ぺ 一ジ）
。

　８８）大沢真理ｒ“自由主義
’’

的杜会福祉の理念に関する基礎研究」（岡田与好編ｒ１９世紀の諸改

　　　革』木鐸杜，１９７９年所収），２６ぺ 一ジ 。

　８９）マルサスは，下層杜会の貧乏をたくす方策として，◎現行救貧教会区法を全廃して仕事の

　　　ある所へ移って行けるようにすること，＠未耕地を開墾する者には奨励金を与えること ，（蔓）

　　　極度に貧困におちいっている者に対しては，州救貧院（カウソティ ・ワークハウス）を建

　　　て，全王副こ賦課せられる租税によっ てそれを支え，国民なら誰でも自由にそこにはいれる

　　　が，食べものは貧しくし，仕事のできる劃こは仕事をさせること ，をあげている（Ｍａ１ｔｈｕｓ
，

　　　 ｏＰ．ｃｉ七，ＰＰ
．９５－９８．高野 ・大内訳，７２～７３べ一ジ）

。

　９０）犬前朔郎氏は，貧民（Ｐｏｏｒ）は支配者を除くひとびとが広くそう口乎ぱれていたわげだから ，

　　　ｒ救貧法」（Ｐｏｏｒ　Ｌａｗ）は被救済民のみの法と考えるよりも「働く貧民」を規制する法の体系

　　　として解すぺきとして，賃金観制立法をも含めて考察されいる（大前，則掲書，３２べ一ジ）
。

　９１）例えぱ，藤本武ｒ資本主義と労働者階級』法律文化杜，１９８５年，の第１章ｒ産業革命と

　　　貧困」，および時代はやや下るが，本多三郎「１９世紀中葉イギリスにおげるアイルラソド人

　　　貧民間題（１）， （２完）」（『大阪経大論集』第１４１号，１９８１年５月 ，第１４５ ・１４６号，１９８２年３月）

　　　たどを参照 。

　９２）例えぱ，Ｍａｒｋ　Ｎｅｕｍａｎ，丁加助舳ん舳１ｏ〃０伽吻一ｐｏ鮒妙 ｏ〃伽Ｐｏ０７ 工伽ｓ乞犯

　　　 ３〃脇榊１７８２～１８３名ｒ　Ｇａｒｌａｎｄ　Ｐｕｂｌ１ｓｈｍｇ　１９８２　イソグラソド北部ヨークンヤーの

　　　工業地帯，ウェ スト ・ライデ ィソグ地方のメスリ教区（Ｍｅｔｈ１ｅｙ）を分析した安元稔ｒイギ

　　　リスの人口と経済発展』ミ子ルヴ ァ書房，１９８２年，およびＧ　Ｓａ１ｇａｄｏ，丁加醐肋励伽

　　　吻伽〃０７”， １９７７（松村越訳ｒエリザヘス朝の裏杜会』刀水書房，１９８５年） ，Ｐ　Ｌａｓ１ｅｔ七

　　　 丁加吻〃肋伽ｇ　Ｚｏｓガヵ７伽“砂Ｚｏ泓１９８３．（ノｌ１北稔他訳ｒわれら失いし世界』三嶺

　　　書房，１９８６年）など
。

　９３）　Ｒｏｂｅｒｔ　Ｏｗｅｎ，Ｒ砂ｏ〃まｏ批２ Ｃｏ刎舳伽２ｑブ肋２五ｓｓ０６〃オ２０〃 力７ｆ加Ｒｇ〃グゲ肋２〃ｏ刀〃一

　　　プ６６肋７加９ｏｌ〃６１１・ｏろｏ〃７伽ｇ　Ｐｏｏブ
，７功卯榊６ｆｏ肋６Ｃｏ榊刎〃加２ｑブ肋６亙ｏ〃ｓ２０ブＣｏ刎閉ｏ〃ｓ　ｏ犯　肋２

　　　Ｐ００け舳ｓ，１８１７（都築忠七訳「製造し労働する貧民救済蝪会調査委員会への載告一下院

　　　救貧法委員会付託」，都築編ｒイギリス初期杜会主義一オーヱソとチャーティスム』平凡

　　　杜，１９７５年所収）
。

〔付記〕本稿で紹介Ｌたギルバートの著作は，大前朔郎関西学院犬学教授の御好意により利用させ

　　　ていただくことができたものである 。

（４６８）


